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文教福祉委員会会議録 

 

令和７年１２月１８日 木曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ２時１４分閉議（実時間１９１分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１０６号・令和７年度八代市一般会

計補正予算・第９号（関係分） 

１．議案第１２７号・令和７年度八代市一般会

計補正予算・第１０号（関係分） 

１．議案第１０７号・令和７年度八代市国民健

康保険特別会計補正予算・第２号 

１．議案第１２８号・令和７年度八代市国民健

康保険特別会計補正予算・第３号 

１．議案第１０８号・令和７年度八代市後期高

齢者医療特別会計補正予算・第１号 

１．議案第１２９号・令和７年度八代市後期高

齢者医療特別会計補正予算・第２号 

１．議案第１３０号・令和７年度八代市介護保

険特別会計補正予算・第１号 

１．議案第１０９号・令和７年度八代市診療所

特別会計補正予算・第１号 

１．議案第１１７号・指定管理者の指定につい

て（八代市立希望の里たいよう） 

１．議案第１２２号・八代市坂本地域福祉セン

ター条例の廃止について 

１．議案第１２４号・八代市立保育園の設置及

び管理に関する条例の一部改正について 

１．議案第１２５号・八代市乳児等通園支援事

業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の制定について 

１．陳情第１３号・はりきゅう等施設利用券に

ついて 

１．所管事務調査 

・教育に関する諸問題の調査 

・保健・福祉に関する諸問題の調査 

 （八代市国民健康保険運営協議会に対する

諮問及び答申について） 

 （八代市手話言語の普及及び障がいの特性

に応じたコミュニケーション手段の利用

の促進に関する条例（仮称）について） 

 （第４期八代市教育振興基本計画（素案）

について） 

 （（仮称）新南部学校給食センター設計概

要について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  山 本 敬 晃 君 

副委員長  橋 本 徳一郎 君 

委  員  永 江 恵 子 君 

委  員  野 﨑 伸 也 君 

委  員  深 田 浩 介 君 

委  員  堀 口   晃 君 

委  員  村 川 清 則 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 
 
 健康福祉部長 
            䭜 田 美 樹 君 
 （福祉事務所長兼務） 
 
 
  健康福祉部次長 
            髙 﨑 博 文 君 
  （福祉事務所次長兼務） 
 
 
  こども未来課長 
            甲 斐 春 一 君 
  （こども家庭センター長兼務） 
 

  こども未来課長補佐 秋 永 誠 一 君 

  こども未来課保育係長 石 本 裕 美 君 

  国保ねんきん課長  時 枝 秀一郎 君 

  介護保険課長    山 村   悟 君 

  健康福祉政策課長  福 田 裕 之 君 
 
  障がい者支援課長 
            吉 村 紀美子 君 
  （障がい者虐待防止センター所長兼務） 
 

 教育部長       田 中 智 樹 君 

  教育部次長     下 津 恵 美 君 
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  教育政策課長    押 方 佐地子 君 
 
  教育政策課長補佐兼 
            中 松 大 輔 君 
  学校給食係長 
 

                              

○記録担当書記     安 永 尚 斗 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（山本敬晃君） 皆さん、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）それでは、定刻となり定足数に達しまし

たので、ただいまから文教福祉委員会を開会い

たします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

 なお、災害対策等並びに企業誘致等に関連す

る予算、事件、条例等につきましては、特別委

員会に付託となりますので、御承知おき願いま

す。 

                              

◎議案第１０６号・令和７年度八代市一般会計

補正予算・第９号（関係分） 

○委員長（山本敬晃君） 最初に、予算議案の

審査に入ります。 

 まず、議案第１０６号・令和７年度八代市一

般会計補正予算・第９号中、当委員会関係分を

議題とし、歳出の第３款・民生費について、健

康福祉部から説明願います。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（嚨田美

樹君） 皆様、おはようございます。（｢おは

ようございます」と呼ぶ者あり）健康福祉部、

䭜田です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日審議をお願いする案件の説明

者について、一括で御案内させていただきます。 

 議案第１０６号・令和７年度八代市一般会計

補正予算・第９号、第３款・民生費、及び議案

第１２７号・令和７年度八代市一般会計補正予

算・第１０号、第３款・民生費、第４款・衛生

費中、健康福祉部関係分について、健康福祉部

髙﨑次長が説明します。 

 また、その後、教育部を挟みまして、議案第

１０７号及び議案第１２８号として、令和７年

度八代市国民健康保険特別会計補正予算・第２

号及び第３号、議案第１０８号及び議案第１２

９号として、令和７年度八代市後期高齢者医療

特別会計補正予算・第１号及び第２号について

は時枝国保ねんきん課長が、議案第１３０号・

令和７年度八代市介護保険特別会計補正予算・

第１号については山村介護保険課長が、議案第

１０９号・令和７年度八代市診療所特別会計補

正予算・第１号については福田健康福祉政策課

長が説明いたします。 

 多数の案件を御審議お願いすることになりま

すが、どうぞよろしくお願いいたします。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（髙

﨑博文君） おはようございます。（｢おはよ

うございます」と呼ぶ者あり）健康福祉部の髙

﨑でございます。よろしくお願いいたします。

失礼して着座にて説明させていただきます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（髙

﨑博文君） それでは、議案第１０６号・八代

市一般会計補正予算書・第９号のうち、健康福

祉部が所管します補正予算について説明いたし

ます。 

 補正予算書の３ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正の歳出でございま

す。款３・民生費、項１・社会福祉費に８０万

１０００円を追加し、補正後の予算額を１２６

億５００２万２０００円とし、また項２・児童

福祉費に１億１７４６万２０００円を追加し、

補正後の予算額を１１０億２７０６万３０００

円としまして、民生費の総額は、２つ上になり

ますが、２７８億５２１１万１０００円として

おります。 

 続きまして、歳出の主な内容を説明いたしま

す。 
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 ２０ページをお願いします。 

 上の表、款３・民生費、項１・社会福祉費、

目５・国民年金費に年金事務事業に係る委託料

として８０万１０００円を計上しています。こ

れは、年金生活者支援給付金の支給要件判定及

び国民年金保険料の免除基準等に係る所得額の

計算方法について、令和７年度税制改正により

創設された特定親族特別控除に対応するための

システム改修費用に要する経費を補正するもの

で、令和８年４月１日から施行されます。 

 特定財源として、全額国庫支出金を予定して

います。 

 次に、中段の表、項２・児童福祉費、目３・

保育所費に、補正額１億１７４６万２０００円

を計上しています。 

 表の右側、説明欄の１つ目、私立保育所保育

事業の４７４６万２０００円のうち４７００万

円、２つ目の施設型給付事業４４００万円及び

３つ目の地域型保育給付事業２６００万円の合

計１億１７００万円は、昨年度の人事院勧告に

伴う国家公務員の給与改定を踏まえ、給付費の

積算根拠となる公定価格が引き上げられたこと

により不足する給付費を補正するもので、私立

の保育所、認定こども園、幼稚園、小規模保育

事業所に関するものです。 

 また、私立保育所保育事業の４７４６万２０

００円のうち４６万２０００円は、過疎地域の

保育所等における地域住民を交えた様々な取組

への支援や、保育所の多機能化に向けた効果を

検証する事業を実施するための経費です。 

 具体的には、東陽町の太陽保育園が行う園児

による高齢者世帯への花の配布、耕作放棄地を

活用した農業体験に伴う経費を補助するもので

す。 

 特定財源として、国庫支出金５７７９万２０

００円と、県支出金２３５８万円を予定してい

ます。 

 以上が健康福祉部所管の補正予算の説明とな

ります。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 今保育所の関係で３つ

あったと思うんですが、私立のやつは大体分か

るんですけれども、施設型とか、地域型とかっ

てあるんですが、どういったものが該当するの

かと、件数、何施設あるのかとか教えてくださ

い。 

○こども未来課長補佐（秋永誠一君） こども

未来課の秋永です。 

 ただいま御質問がありました、私立保育所保

育事業、施設型給付事業、地域型保育給付事業

と３つ種類がございます。 

 私立保育所保育事業につきましては、４３園、

市内にございます。 

 施設型給付事業は、主に認定こども園と幼稚

園ということになります。市内には６園ござい

ます。 

 地域型保育給付事業、これは小規模の２０人

未満とか、そういったところの保育をする事業

所で、市内には２園ございます。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（野﨑伸也君） 分かりました。 

 すみません、ちょっと聞き逃したかもしれん

とですけども、これは、そこで働いている方に

対する給付というような形でよろしいんですか、

認識で。 

○こども未来課長補佐（秋永誠一君） 働いて

いる方ということだけではなくて施設に対する

補助ということになります。 

 この補助の単価といたしましては、定員とか

あと年齢に応じて、児童のお一人当たりの単価

がありますんで、それに人数を掛けて、保育園

のほうに補助をするような形となります。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） 分かりました。 
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○委員長（山本敬晃君） よろしいですかね。 

 ほかにございませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 年金事務事業で、シ

ステムの改修委託ということなんですが、聞い

ていると、計算式か何かをいじるのかなという

印象なんですが、具体的にどういう補正をする

んでしょうか。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 国保ね

んきん課、時枝でございます。 

 今お尋ねいただきました件に関しましては、

説明の中でもありましたとおり、特定親族特別

控除といいますのが、令和７年度の税制改正に

おいて、新たに控除項目として設けられました。

現行のシステムにおいては、この控除の内容が

付与されておりませんので、システムの中にお

いて、この控除を適用させる改修を行うもので

ございます。 

 以上です。（委員橋本徳一郎君「了解です」

と呼ぶ） 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 先ほどの私立保育所保

育事業の中で、過疎地域における保育所等の、

何か、畑づくりとか何か、そういうのにもやり

ますよという話があったんですけれども、これ、

どういった、ほかにも多分、東陽町のどっかの

保育園という話をされたんですけれども、ほか

にも多分保育園はあると思うんですけれども、

これ、手を挙げられたから、こういう事業をや

るんですよという話、どっちなんですか。こっ

ちから投げかけて、手を挙げられたのかとか、

どっちなんですか。 

○こども未来課長（こども家庭センター長兼務）

（甲斐春一君） おはようございます。（｢お

はようございます」と呼ぶ者あり）こども未来

課の甲斐でございます。 

 委員御質問のこの事業の趣旨なんですけれど

も、おっしゃるとおり、保育所さんのほうから

申出のほうがございまして、こういう取組を行

いたいというところでございまして、国のモデ

ル事業のメニューがありましたので、そちらを

活用させていただいたというところでございま

す。 

○委員（野﨑伸也君） 園のほうから言われて

という話ですよね。 

 これ、ほかにもやりたいところとかというと

ころに対する何か、案内とかというのは、今後

ないんですか。 

○こども未来課長（こども家庭センター長兼務）

（甲斐春一君） 今回、実際、もう１園申出の

ほうはございました。また、来年度も、同じよ

うな事業のほうがあるということで、国のほう

から示しがありましたので、今回そこについて

は、来年度されるということでされてます。 

 また、こういった事業につきましては、周知

のほうも投げかけていければというふうに考え

ております。 

 以上です。（委員野﨑伸也君「分かりました」

と呼ぶ） 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。意見はご

ざいませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０６号・令和７年度八代市一般会計

補正予算・第９号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１２７号・令和７年度八代市一般会計
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補正予算・第１０号（関係分） 

○委員長（山本敬晃君） 次に、議案第１２７

号・令和７年度八代市一般会計補正予算・第１

０号中、当委員会関係分を議題とし、歳出の第

３款・民生費及び第４款・衛生費について、健

康福祉部から説明願います。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（髙

﨑博文君） 健康福祉部の髙﨑でございます。

引き続きよろしくお願いいたします。失礼して、

着座にて説明させていただきます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（髙

﨑博文君） それでは、議案第１２７号・八代

市一般会計補正予算・第１０号のうち、健康福

祉部が所管します補正予算について説明いたし

ます。 

 まず、議案書と別に配付しております資料、

右肩に議案第１２７号から第１３０号関係資料

と記載されている資料を御覧ください。 

 今回の補正予算については、人事院勧告に伴

う給与改定分の補正と人事異動等に伴う増減分

の補正を行うものです。 

 給与改定については、給料及び期末勤勉手当

ともに、４年連続の引上げとなっています。 

 まず、給料表については、水準を平均３.

３％引き上げるものです。これは、若年層を重

点に置きつつ、全体を引き上げる改定となって

おり、この改定による引上げ対象者は、全会計

で一般職１１４７人、会計年度任用職員５５９

人となっています。 

 次に、期末勤勉手当については、年間支給月

数を４.６０月から４.６５月へと０.０５月引

き上げるものです。 

 また、通勤手当についても、自動車等を使用

している職員に対して、通勤距離が１０キロメ

ートル以上の区分について２００円から７１０

０円の幅で引上げを行うものです。 

 そのほか給与改定以外の補正の主な要因とし

ましては、人事異動等に伴う給料、諸手当の増

減による影響分、育児休業及び退職による影響

分、共済組合負担金の率改定による影響分によ

るものです。 

 当初予算にて人件費を計上するときは、当初

予算編成時点の職員を基に積算しています。 

 しかし、翌年４月１日の人事異動に伴う職員

配置の変更により、給料の高い職員と給料の低

い職員とが入れ替わることなどがありますので、

毎年度１２月に人事異動等に伴う人件費の補正

を行っています。 

 それでは、補正予算書の３ページをお願いし

ます。 

 第１表、歳入歳出予算補正の歳出でございま

す。 

 款３・民生費、項１・社会福祉費に１０４２

万９０００円を追加し、補正後の予算額を１２

６億６０４５万１０００円とし、項２・児童福

祉費に２９４２万５０００円を追加し、補正後

の予算額を１１０億５６４８万８０００円とし、

項３・生活保護費を７７５万２０００円減額し、

補正後の予算額を３３億８５１９万４０００円

としまして、民生費の総額は、３つ上になりま

すが、２７８億８４２１万３０００円としてい

ます。 

 次に、款４・衛生費、項１・保健衛生費に４

７０万８０００円を追加し、補正後の予算額を

１９億７９５５万１０００円とし、衛生費の総

額は、一つ上になりますが、５３億７５万６０

００円としています。 

 続きまして、１６ページをお願いします。 

 上から２つ目の表、款３・民生費、項１・社

会福祉費、目１・社会福祉総務費です。職員１

３人分、会計年度任用職員１人分の人件費及び

特別会計への繰出金の補正として１００３万２

０００円を減額しています。 

 減額の理由としましては、人事異動による影

響が主なものです。 
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 節２７・繰出金の２３５万円の減額は、国民

健康保険特別会計の２８９万円の減額、後期高

齢者医療特別会計の５８１万８０００円の減額

及び介護保険特別会計の６３５万８０００円の

増額の合計で、それぞれの特別会計への人件費

補正分の繰出金です。 

 内容については、それぞれの特別会計におい

て御説明いたします。 

 次に、目２・老人福祉対策費で、職員８人分

の人件費の補正として１１６３万３０００円を

増額しています。 

 増額の理由としましては、人事異動による影

響が主なものです。 

 次に、目３・社会福祉対策費で、会計年度任

用職員３人分の人件費の補正として１４３万１

０００円を増額しています。 

 増額の理由としましては、給与改定による影

響が主なものです。 

 次に、目４・障害福祉対策費で、職員２４人

分の人件費の補正として９５２万１０００円を

増額しています。 

 増額の理由としましては、人事異動及び給与

改定による影響が主なものです。 

 次に、目５・国民年金費で職員５人分の人件

費の補正として２１２万４０００円を減額して

います。 

 減額の理由としましては、人事異動による影

響が主なものです。 

 １７ページをお願いします。 

 項２・児童福祉費、目１・児童福祉総務費で、

職員２８人分、会計年度任用職員８人分の人件

費の補正として２０６６万円を増額しています。 

 増額の理由としましては、人事異動及び給与

改定による影響が主なものです。 

 次に、目３・保育所費で、職員７３人分、会

計年度任用職員５９人分の人件費の補正として

８７６万５０００円を増額しています。 

 増額の理由としましては、給与改定による影

響が主なものです。 

 下の表、項３・生活保護費、目１・生活保護

総務費で、職員２７人分、会計年度任用職員５

人分の人件費の補正として７７５万２０００円

を減額しています。 

 減額の理由としましては、人事異動による影

響が主なものです。 

 １８ページをお願いします。 

 款４・衛生費、項１・保健衛生費です。まず、

目１・保健衛生総務費で、職員３６人分、会計

年度任用職員１７人分の人件費の補正として４

２５万５０００円を増額しています。 

 増額の理由としましては、給与改定による影

響が主なものです。 

 次に、目２・予防費で、会計年度任用職員２

人分の人件費の補正として３１万１０００円を

増額しています。 

 増額の理由としましては、給与改定による影

響が主なものです。 

 以上が健康福祉部所管の補正予算の説明とな

ります。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で、

第３款・民生費及び第４款・衛生費を終了しま

す。 

 執行部入替えをお願いします。 

（執行部 入替え） 

○委員長（山本敬晃君） では、次に、歳出の

第９款・教育費について、教育部から説明願い

ます。 

○教育部長（田中智樹君） 皆様、おはようご
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ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）教育部の田中でございます。 

 議案第１２７号・令和７年度八代市一般会計

補正予算・第１０号の教育部所管分につきまし

て、下津次長が御説明いたしますので、よろし

くお願いいたします。 

○教育部次長（下津恵美君） 皆様、おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）議案第１２７号・令和７年度八代市一

般会計補正予算・第１０号のうち、教育部所管

分について説明させていただきます。失礼して、

着座にて説明させていただきます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○教育部次長（下津恵美君） 今回の補正予算

につきましては、先ほどの民生費と同様、人事

院勧告に伴う給与改定や人事異動等に伴う人件

費の増減について補正を行うものです。 

 それでは、まず、予算書９ページを御覧くだ

さい。 

 歳出の第９款・教育費の補正額の欄になりま

す。４２２５万６０００円を追加し、補正後の

額を８３億７８５２万２０００円といたしてお

ります。 

 その補正額のうち、教育部が所管いたします

金額は３８１８万２０００円で、差額の４０７

万４０００円は、経済文化交流部所管分でござ

います。 

 それでは、具体的に款、項、目ごとに説明い

たします。 

 予算書の２３ページをお願いいたします。 

 款９・教育費、項１・教育総務費、目２・事

務局費では、特別職１人、職員６０人、会計年

度任用職員１１人分の人件費の補正として１５

１６万３０００円を計上しております。 

 増額の理由は、人事異動及び人事院勧告に伴

う給与改定による影響が主なものでございます。 

 その下、目３・教育サポートセンター費では、

職員３人、会計年度任用職員５人分の補正とし

て８２万７０００円を減額しております。 

 減額の理由としましては、人事異動に伴う給

与等の減額が、人事院勧告に伴う給与改定の増

額よりも大きいことによるものでございます。 

 ２４ページをお願いします。 

 項２・小学校費、目１・学校管理費では、会

計年度任用職員４４人分として５９５万２００

０円を計上しております。これは、学校用務員、

事務員などが該当し、増額の理由は、人事院勧

告に伴う給与改定によるものでございます。 

 次、目２・教育振興費では、会計年度任用職

員７６人分の補正として２２１万２０００円を

計上しております。こちらは、特別支援教育支

援員や学校図書館支援員などの各種支援員に係

るもので、増額の理由は、同じく人事院勧告に

伴う給与改定によるものでございます。 

 真ん中の表の項３・中学校費、目１・学校管

理費では、先ほど同様、学校用務員などの会計

年度任用職員２６人分の補正として２６０万２

０００円を計上しております。 

 その下、目２・教育振興費では、特別支援教

育支援員など各種支援員の会計年度任用職員３

６人分の補正として２４２万５０００円を計上

しております。 

 目１、目２ともに、人事院勧告に伴う給与改

定によるものでございます。 

 その下の表の項４・特別支援学校費、目１・

学校管理費では、学校用務員の会計年度任用職

員１人分の補正として２２万円を計上しており

ます。 

 その下、目２・教育振興費では、特別支援教

育支援員や看護師などの会計年度任用職員１２

人分の補正として１０２万２０００円を計上し

ております。 

 目１、目２ともに、人事院勧告に伴う給与改

定によるものでございます。 

 ２５ページをお願いします。 

 項５・幼稚園費、目１・幼稚園費では、職員
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２７人、会計年度任用職員６人分の補正として

１６６１万７０００円を計上しております。 

 増額理由としましては、人事院勧告に伴う給

与改定及び人事異動の影響が主なものでござい

ます。 

 次の項６・学校給食費、目１・学校給食費で

は、職員７人、会計年度任用職員１８人分の補

正として２１７万６０００円を計上しておりま

す。 

 増額理由は、人事院勧告に伴う給与改定によ

るものでございます。 

 次、下の表になります。項７・社会教育費、

目１・社会教育総務費では、職員９人、会計年

度任用職員３人分の補正として４１８万１００

０円を計上しております。 

 こちらも、人事異動と人事院勧告に伴う給与

改定による影響が主なものでございます。 

 その下、目２・公民館費では、職員８人分の

補正として４０８万８０００円を減額しており

ます。 

 減額の理由としましては、人事異動に伴う給

与等の減額が、人事院勧告に伴う給与改定の増

額よりも大きいことによるものでございます。 

 ２６ページをお願いします。 

 目５・博物館費では、職員９人、会計年度任

用職員１人分の補正として９４７万３０００円

を減額しております。 

 減額の理由としましては、人事異動に伴う給

与等の減額が人事院勧告に伴う給与改定の増額

よりも大きいことによるものでございます。 

 以上が、教育部が所管します人件費について

の款、項、目ごとの補正内容でございます。御

審議よろしくお願いいたします。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１２７号・令和７年度八代市一般会計

補正予算・第１０号中、当委員会関係分につい

ては、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を

求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１０７号・令和７年度八代市国民健康

保険特別会計補正予算・第２号 

○委員長（山本敬晃君） 次に、議案第１０７

号・令和７年度八代市国民健康保険特別会計補

正予算・第２号を議題とし、説明を求めます。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 国保ね

んきん課、時枝でございます。よろしくお願い

いたします。 

 議案第１０７号・令和７年度八代市国民健康

保険特別会計補正予算・第２号につきまして、

恐れ入りますが、着座し説明いたします。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） それで

は、補正予算書の１ページをお願いします。 

 第１条において、歳入歳出予算の総額に、歳

入歳出それぞれ１０５４万９０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１５

９億５１５９万１０００円としています。 

 ２ページをお願いします。 

 第１表、歳入歳出予算補正の下の表、歳出に

つきまして、款１・総務費、項１・総務管理費

を１０５４万９０００円増額し、補正後の予算

額を２億２１９万円とし、総務費の総額は、２

つ上のとおり、２億２６０万円としています。 

 次に、上の表、歳入につきまして、款８・国

庫支出金、項１・国庫補助金を１０５４万９０
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００円増額し、補正後の予算額は、同額の１０

５４万９０００円としています。 

 ５ページをお願いいたします。 

 下の表、歳出の内容を説明します。 

 款１・総務費、項１・総務管理費、目１・一

般管理費です。国民健康保険事務事業としまし

て１０５４万９０００円を計上しています。こ

れは、令和８年度から開始される子ども・子育

て支援金制度における当該支援金の賦課のため

の既存システム改修に要する経費を補正するも

のです。 

 特定財源としまして、全額国庫支出金を予定

しています。 

 以上で議案第１０７号・令和７年度八代市国

民健康保険特別会計補正予算・第２号の説明を

終わります。御審議のほどよろしくお願いしま

す。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（堀口 晃君） ちょっと分からないん

で、教えてほしいんですけども、システムの改

修については、ここに１０５４万９０００円と

いう部分があるんですけど、この積算根拠とい

うか、入札によるものなのか、もしくは見積り

によるものなのか、その辺をちょっと教えてい

ただけますか。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 今の御

質問につきましては、本市が使用しております

基幹システムの中の内容を更改するものでござ

いますので、現行、ＲＫＫコンピューターサー

ビスさんのほうに管理をお願いしております。

そこからの見積りによるものでございます。 

 以上です。 

○委員（堀口 晃君） 見積りによるものです

よね。それが１社だけですよね。当然ＲＫＫコ

ンピューターサービスさんがやっているんで、

競争が全然発生してないということで認識しと

ってよかですか。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 別にシ

ステムを設けるわけではございませんで、シス

テムを更改する作業になりますので、１社から

の見積りによるものでございます。（委員堀口

晃君「はい、了解しました」と呼ぶ） 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） この子ども・子育て

支援金制度なんですが、具体的に幾らぐらい保

険料に上乗せされるもんかなというのを確認し

たいんですけど。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 一般質

問のほうでも御答弁させていただいたところな

んですが、現行、国のほうが具体で幾らの賦課

をしなさいというものが、まだ示されておりま

せん。 

 これまで国から示されております内容としま

しては、令和８年度から令和１０年度にかけて、

段階的に賦課額を増額していくような試算が示

されております。 

 国民健康保険に関しましては、平均での値で

申し上げますと、１世帯当たり３５０円が月額、

これを３年度にかけて徐々に引き上げていく予

定というふうに示されております。 

 ただし、これにつきましては、現行の国保税

と同様に、低所得者への減額、減免制度が設け

られておりますので、一律に同額がかかるもの

ではないというふうになっております。 

 以上です。（委員橋本徳一郎君「分かりまし

た」と呼ぶ） 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０７号・令和７年度八代市国民健康
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保険特別会計補正予算・第２号については、原

案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１２８号・令和７年度八代市国民健康

保険特別会計補正予算・第３号 

○委員長（山本敬晃君） 次に、議案第１２８

号・令和７年度八代市国民健康保険特別会計補

正予算・第３号を議題とし、説明を求めます。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 引き続

きよろしくお願いいたします。 

 議案第１２８号・令和７年度八代市国民健康

保険特別会計補正予算・第３号につきまして、

着座し説明させていただきます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 今回の

補正予算につきましては、先ほど議案第１２７

号・令和７年度八代市一般会計補正予算・第１

０号と同じく、人事院勧告に伴う給与改定分、

人事異動に伴う影響分など、人件費の増減を補

正するものでございます。 

 それでは、補正予算書の１ページをお願いし

ます。 

 第１条において、歳入歳出予算の総額から、

歳入歳出それぞれ１９０万５０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５９

億４９６８万６０００円としています。 

 ２ページをお願いします。 

 第１表、歳入歳出予算補正の下の表、歳出で

ございますが、款１・総務費、項１・総務管理

費を２８９万円減額し、補正後の予算額を１億

９９３０万円とし、款５・保健事業費、項１・

保健事業費を７７万２０００円増額し、補正後

の予算額を６４３３万円とし、また、項２・特

定健康診査等事業費を２１万３０００円増額し、

補正後の予算額を８９７７万３０００円として

おります。 

 また、上の表、歳入でございますが、款３・

県支出金、項１・県負担金・補助金を９１万４

０００円増額し、補正後の予算額を１１７億３

６０１万円とし、款４・繰入金、項１・一般会

計繰入金を２８９万円減額し、補正後の予算額

を１４億１３１１万円とし、款６・繰越金、項

１・繰越金を７万１０００円増額し、補正後の

予算額を７万２０００円としています。 

 それでは、歳出の具体的内容について説明を

いたします。 

 ６ページをお願いします。 

 款１・総務費、項１・総務管理費、目１・一

般管理費で、職員１４人分及び会計年度任用職

員４人分の人件費補正として２８９万円を減額

し、次の表、款５・保健事業費、項１・保健事

業費、目１・疾病予防費で、会計年度任用職員

５人分の人件費補正として７７万２０００円を

増額し、また、次の表、款５・保健事業費、項

２・特定健康診査等事業費、目１・特定健康診

査等事業費で、会計年度任用職員２人分の人件

費補正として２１万３０００円を増額していま

す。 

 ５ページにお戻りいただきまして、歳入につ

きましては、上段の表、款３・県支出金、項

１・県負担金・補助金、目１・保険給付費等交

付金で９１万４０００円を増額し、次の表、款

４・繰入金、項１・一般会計繰入金、目１・一

般会計繰入金で２８９万円を減額し、また、次

の表、款６・繰越金、項１・繰越金、目１・繰

越金で７万１０００円を増額しています。 

 以上で議案第１２８号・令和７年度八代市国

民健康保険特別会計補正予算・第３号の説明を

終わります。御審議よろしくお願いいたします。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で質
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疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１２８号・令和７年度八代市国民健康

保険特別会計補正予算・第３号については、原

案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１０８号・令和７年度八代市後期高齢

者医療特別会計補正予算・第１号 

○委員長（山本敬晃君） 次に、議案第１０８

号・令和７年度八代市後期高齢者医療特別会計

補正予算・第１号を議題とし、説明を求めます。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） また、

引き続きよろしくお願いいたします。 

 議案第１０８号・令和７年度八代市後期高齢

者医療特別会計補正予算・第１号につきまして、

恐れ入りますが、着座し説明いたします。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） それで

は、補正予算書の１ページをお願いします。 

 第１条において、歳入歳出予算の総額に、歳

入歳出それぞれ５１６万７０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２５億

１５万５０００円としています。 

 ２ページをお願いします。 

 第１表、歳入歳出予算補正の下の表、歳出に

つきまして、款１・総務費、項２・徴収費を５

１６万７０００円増額し、補正後の予算額を１

５０７万４０００円とし、総務費の総額は、一

つ上のとおり８８９０万４０００円としていま

す。 

 次に、上段の表、歳入につきまして、款６・

国庫支出金、項１・国庫補助金を５１６万７０

００円増額し、補正後の予算額は同額の５１６

万７０００円としています。 

 それでは、５ページをお願いいたします。 

 下段の表、歳出の内容を説明いたします。 

 款１・総務費、項２・徴収費、目１・徴収費

です。徴収事業としまして５１６万７０００円

を計上しています。 

 先ほどの国民健康保険特別会計と同様に、令

和８年度から開始される子ども・子育て支援金

制度における当該支援金の賦課のための既存シ

ステム改修に要する経費を補正するものです。 

 特定財源といたしまして、全額国庫支出金を

予定しています。 

 以上で議案第１０８号・令和７年度八代市後

期高齢者医療特別会計補正予算・第１号の説明

を終わります。御審議よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０８号・令和７年度八代市後期高齢

者医療特別会計補正予算・第１号については、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１２９号・令和７年度八代市後期高齢

者医療特別会計補正予算・第２号 

○委員長（山本敬晃君） 次に、議案第１２９

号・令和７年度八代市後期高齢者医療特別会計
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補正予算・第２号を議題とし、説明を求めます。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 引き続

きよろしくお願いいたします。 

 議案第１２９号・令和７年度八代市後期高齢

者医療特別会計補正予算・第２号につきまして、

恐れ入りますが、着座し説明いたします。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 今回の

補正予算につきましては、一般会計や国民健康

保険特別会計と同様に、人事院勧告に伴う給与

改定分、人事異動に伴う影響分など、人件費の

増減を補正するものです。 

 予算書の１ページをお願いします。 

 第１条において、歳入歳出予算の総額から、

歳入歳出それぞれ５８１万８０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２４億

９４３３万７０００円としています。 

 ２ページをお願いします。 

 第１表、歳入歳出予算補正の下の表、歳出に

つきまして、款１・総務費、項１・総務管理費

を５９６万２０００円減額し、補正後の予算額

を６７８６万８０００円とし、項２・徴収費を

１４万４０００円増額し、補正後の予算額を１

５２１万８０００円としています。 

 また、上の表、歳入につきましては、款３・

繰入金、項１・一般会計繰入金を５８１万８０

００円減額し、補正後の予算額を７億７１５９

万４０００円としています。 

 それでは、歳出の具体的内容を説明いたしま

す。 

 ５ページをお願いいたします。 

 中段の表、款１・総務費、項１・総務管理費、

目１・一般管理費で職員８人分の人件費補正と

して５９６万２０００円を減額しています。 

 減額の理由としましては、人事異動等による

影響が主なものです。 

 続いて、下の表、款１・総務費、項２・徴収

費、目１・徴収費で、会計年度任用職員１人分

の人件費補正として１４万４０００円を増額し

ています。 

 増額の理由としましては、給与改定による影

響によるものです。 

 歳入につきましては、上段の表、款３・繰入

金、項１・一般会計繰入金、目１・事業費繰入

金で５８１万８０００円を減額しています。 

 以上で議案第１２９号・令和７年度八代市後

期高齢者医療特別会計補正予算・第２号の説明

を終わります。御審議よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１２９号・令和７年度八代市後期高齢

者医療特別会計補正予算・第２号については、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１３０号・令和７年度八代市介護保険

特別会計補正予算・第１号 

○委員長（山本敬晃君） 次に、議案第１３０

号・令和７年度八代市介護保険特別会計補正予

算・第１号を議題とし、説明を求めます。 

○介護保険課長（山村 悟君） 介護保険課、

山村です。よろしくお願いいたします。着座に

て説明させていただきます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○介護保険課長（山村 悟君） 議案第１３０
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号・令和７年度八代市介護保険特別会計補正予

算・第１号を説明いたします。 

 今回は人件費につきまして、他の特別会計と

同様に、人事院勧告の影響等による補正を行う

ものでございます。 

 それでは、予算書の１ページをお願いいたし

ます。 

 第１条におきまして、歳入歳出それぞれ６４

７万８０００円を追加し、補正後の歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１５１億８３６３

万６０００円としております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正の下段の表、歳出

ですが、款１・総務費、項１・総務管理費では

３２１万７０００円、項３・介護認定費では３

１２万３０００円、款３・地域支援事業費、項

１・介護予防・日常生活支援総合事業費では１

２万２０００円、項２・包括的支援事業・任意

事業費では１万６０００円をそれぞれ追加し、

補正額の合計を６４７万８０００円としており

ます。 

 また、上段の表、歳入につきましては、款

１・保険料、項１・介護保険料では３万４００

０円、款４・支払基金交付金、項１・支払基金

交付金では３万２０００円、款５・国庫支出

金、項２・国庫補助金では３万６０００円、款

６・県支出金、項２・県補助金では１万８００

０円、款８・繰入金、項１・一般会計繰入金で

は６３５万８０００円をそれぞれ追加し、補正

額の合計を６４７万８０００円としておりま

す。 

 それでは、歳出の具体的内容について御説明

いたします。 

 ７ページをお願いいたします。 

 まず、上段の表、款１・総務費、項１・総務

管理費、目１・一般管理費において、職員３２

人分の給料、職員手当等及び共済費、並びに会

計年度任用職員１人分の報酬、職員手当等の合

計３２１万７０００円を追加し、中段の表で、

項３・介護認定費、目２・認定調査費におい

て、会計年度任用職員２２人分の報酬等の計３

１２万３０００円を追加し、下段の表、款３・

地域支援事業費、項１・介護予防・日常生活支

援総合事業費、目２・一般介護予防事業費にお

いて、会計年度任用職員１人分の報酬等の計１

２万２０００円を追加し、次の８ページの表

で、款３・地域支援事業費、項２・包括的支援

事業・任意事業費、目１・包括的支援事業費に

おいて、会計年度任用職員１人分の職員手当等

として１万６０００円を追加しております。 

 追加の理由は、職員、会計年度任用職員の給

与改定等に伴う報酬、給料、職員手当等の増額

を行うものでございます。 

 歳入につきましては、５ページをお願いいた

します。 

 歳入は、先ほど御説明しましたとおり、款

１・保険料３万４０００円、款４・支払基金交

付金３万２０００円、款５・国庫支出金の計３

万６０００円、次の６ページの款６・県支出金

の計１万８０００円、款８・繰入金６３５万８

０００円の補正額の合計は６４７万８０００円

で、歳出で説明しました人件費関係分の財源で

ございます。 

 以上で議案第１３０号・令和７年度八代市介

護保険特別会計補正予算・第１号の説明を終わ

ります。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、これより

採決いたします。 
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 議案第１３０号・令和７年度八代市介護保険

特別会計補正予算・第１号については、原案の

とおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替え、お願いします。 

（執行部 入替え） 

                              

◎議案第１０９号・令和７年度八代市診療所特

別会計補正予算・第１号 

○委員長（山本敬晃君） 次に、議案第１０９

号・令和７年度八代市診療所特別会計補正予

算・第１号を議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）健康福祉政策課の福田でございます。

よろしくお願いいたします。 

 議案第１０９号・令和７年度八代市診療所特

別会計補正予算・第１号について、失礼ながら、

着座にて説明をさせていただきます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） 補正予算

書の１ページをお願いいたします。 

 第１条として、記載しておりますように、地

方自治法第２１４条の規定により、債務負担行

為の設定を行うこととしております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 表１、債務負担行為で、椎原診療所医療事務

業務委託に要する経費につきまして、来年度に

かけて、限度額を１４８万４０００円として債

務負担行為を設定しております。これは、泉町

にあります椎原診療所において、保険診療報酬

の請求と診療報酬明細書の点検に係る医療事務

を民間業者に委託しておりますが、令和８年度

予算で契約するに当たり、４月１日の事業開始

前に、契約相手方の決定などの事前準備が必要

となりますことから、債務負担行為を設定する

ものでございます。 

 限度額につきましては、単価契約となります

ことから、１件当たりの単価に件数を乗じて得

た額に消費税及び地方消費税を加算した額を１

４８万４０００円と見積り、限度額としており

ます。 

 以上で議案第１０９号・令和７年度八代市診

療所特別会計補正予算・第１号についての説明

とさせていただきます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 請求とレセプトチェ

ックというところですけども、実際何件ぐらい

あるんですか。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） 令和８年

度の見積りですが、１２００件で見積りをして

おります。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０９号・令和７年度八代市診療所特

別会計補正予算・第１号については、原案のと

おり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部の入替えをお願いします。 

（執行部 入替え） 

                              

◎議案第１１７号・指定管理者の指定について

（八代市立希望の里たいよう） 

○委員長（山本敬晃君） 次に、事件議案の審
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査に入ります。 

 議案第１１７号・八代市立希望の里たいよう

に係る指定管理者の指定についてを議題とし、

説明を求めます。 

○障がい者支援課長（障がい者虐待防止センタ

ー所長兼務）（吉村紀美子君） 障がい者支援

課、吉村です。よろしくお願いいたします。 

 議案第１１７号・指定管理者の指定について、

失礼いたしますが、着座にて御説明をさせてい

ただきます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○障がい者支援課長（障がい者虐待防止センタ

ー所長兼務）（吉村紀美子君） 市の障害者福

祉施設であります八代市立希望の里たいようの

指定期間が、今年度末で終了いたしますことか

ら、令和８年度からの指定管理者の候補者の選

定をいたしましたので、議案を上程させていた

だいたところでございます。 

 お配りしております、右上に議案第１１７号

関係、タイトルが指定管理者の指定についてと

あります資料を御覧ください。 

 まず、施設の概要でございます。施設名は高

下西町に設置してあります八代市立希望の里た

いようでございます。 

 八代市立希望の里たいようは、障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援する法律、い

わゆる障害者総合支援法に規定する障害福祉サ

ービス事業所として、平成２０年６月に開設を

された施設でございます。 

 この施設は、障害のある人が働く意欲と能力

を発揮し、地域で生きがいを持ち、自立した社

会生活が実現できるよう支援することを目的と

しております。 

 事業内容といたしましては、生活介護、就労

移行支援、就労継続支援Ｂ型の障害福祉サービ

ス事業を実施しておりますほか、会議室やコミ

ュニティーホールの貸出しも行っております。 

 具体的には、まず１つ目の生活介護ですが、

常時介護を必要とする方に食事や入浴、排せつ

などの介護、創作的活動や生産活動の機会の提

供のほか、身体機能や生活能力の維持向上のた

めの支援を行うものでございます。 

 次に、２つ目の就労移行支援は、一般事業所

での就労を希望される方に、生産活動や職場実

習などを通じて、就労に必要な知識や能力の向

上のための訓練を行うとともに、適性に合った

職場を探し、就職後の職場定着のための支援を

行うものでございます。 

 ３つ目の就労継続支援Ｂ型は、通常の事業所

で働くことが困難な方に就労や生産活動の機会

を提供し、知識や能力の向上のための訓練を行

うものです。 

 具体的には、買物籠の洗浄や、公園での清掃、

除草作業、紙箱の組立てなどの軽作業やパンの

製造・販売、印刷などの作業を行っております。 

 これら３つの事業の定員は合計７７人で、今

年の１１月末現在の登録者数は８７人、１日の

平均利用者数は約６３人でございます。 

 登録者の内訳は、知的障害者が６４人、身体

障害者が１２人、精神障害者が１１人となって

おります。 

 以上が希望の里たいようの概要でございます。 

 次に、指定の期間でございますが、令和８年

４月１日から令和１１年３月３１日までの３年

間を予定しております。 

 次に、３、施設の管理経費でございます。令

和８年度から１０年度までの各年度ゼロ円とし

ております。 

 管理経費がゼロ円である理由は、施設の管理

運営の経費を生活介護、就労移行支援、就労継

続支援Ｂ型の事業所を利用される方々への福祉

サービスに対して支給されます給付費で賄える

と見込んでいるためです。 

 次に、４、指定管理候補者の概要でございま

す。 

 指定管理候補者は、社会福祉法人八代市社会
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福祉事業団でございます。八代市社会福祉事業

団は、八代市が基本財産３００万円、運営財産

３５０万円を出資して、八代市長を理事長とす

る社会福祉法人として、昭和５２年３月３１日

に設置をされました。 

 設立の目的は、市が設置します各種社会福祉

施設の受託経営で、施設の運営を適切かつ能率

的に行うことにより、本市における社会福祉の

増進に寄与するというものでございます。 

 事業概要は、八代市立希望の里たいようにお

ける障害福祉サービス事業のほか、児童発達支

援センターのぞみでの障害児通所支援事業、保

寿寮での養護老人ホームに関する事業などを行

っています。 

 従業員は、非常勤職員を含め、現在４４人と

なっております。 

 次に、５、指定の経緯でございますが、本年

６月定例会の文教福祉委員会所管事務調査にお

いて、非公募で指定管理候補者を選定する旨の

御説明をしておりましたが、非公募の場合であ

っても、公募の場合と同様に、候補者の審査・

評定を行うこととなっておりますので、６月に

指定管理者の募集を行いまして、９月に指定管

理者候補者選定委員会を開催し、その審査・評

定の結果に基づき、９月２９日に市長決裁によ

り指定管理者候補者を決定しております。 

 ２ページをお願いいたします。上段の表を御

覧ください。 

 ６、選定に当たりまして設置いたしました指

定管理者候補者選定委員会の委員の構成になり

ます。 

 委員については、民生委員児童委員協議会、

八代圏域障がい者基幹相談支援センターアクロ

ス、税理士など、福祉事業をはじめ財務状況の

審査の知識を有する外部の方にもお願いをいた

しまして、８人で構成をいたしました。 

 選定委員会では、八代市社会福祉事業団によ

る事業計画等についてのプレゼンテーションが

行われた後、選定委員会委員からプレゼンテー

ション及び事業提案、事業計画などに対するヒ

アリングが行われ、その結果を基に総合的に審

査を行っていただきました。 

 次に、７、選定結果でございます。 

 審査項目と配点については、中段の表を御覧

ください。 

 審査項目は大きく５項目、事業計画書の内容

が市民の平等、公平な使用を確保するものであ

るかの適否、施設の効用を最大限に発揮させる

ものであるか８０点、管理に係る経費の縮減が

図られるものであるか３０点、管理業務を安定

して行うための人的・財政的基盤の７０点など、

合計した総合点が２００点でございます。 

 審査の結果は、表中、得点欄に項目ごとの得

点を記載をしております。 

 委員８名の評定平均点は、配点合計２００点

中１５６.６点でございました。 

 選定結果の表の欄外下に記載をしております

とおり、八代市立希望の里たいよう指定管理者

候補者選定手続要項においては、配点合計の１

００分の６０以上を適と定めておりまして、本

件では１２０点以上が適となります。 

 八代市社会福祉事業団は、この基準点を上回

っておりましたので、指定管理者の候補者とな

ったところでございます。 

 最後に、８、今後の日程といたしましては、

本定例会で御承認をいただければ、速やかに指

定管理者の候補者を指定管理者に指定し、その

旨告示をいたします。 

 その後、令和８年３月に協定書を締結し、４

月１日から指定管理施設の運営を開始すること

となります。 

 説明は以上となります。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 今、指定管理の委員さ
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んたちの部分が８名で選定されたという御説明

がありまして、それぞれ配点があって、２００

点満点の１５６点というようなことであったん

ですが、このヒアリングの中で委員さんたちか

ら、何か御意見というふうな部分が、お聞きに

なられて、そこは今までもずっとやっていらっ

しゃったんだけども、改善点であるとかという

部分のヒアリングの中で、何か特筆するような

御意見はなかったかどうか、お聞かせいただき

たいと思うんですが。 

○障がい者支援課長（障がい者虐待防止センタ

ー所長兼務）（吉村紀美子君） お尋ねのあり

ました審議の中での御質問等につきましては、

まず１点が、就労移行支援という事業を実施を

しておりますが、ここについては、なかなかそ

れを、サービスを受ける人数といいますか、が

なかなか多くならないというところがありまし

て、現在ゼロなんですね。ですので、ここの部

分をちょっと強化をしていただきたいというよ

うな御意見が出ました。 

 あと、もう１点が、人数のほうが、きちんと

一定程度のサービス利用者を確保しないと、や

っぱり今後の経営に影響が出てくるというとこ

ろがあるので、人数の確保を確実にしていって

ほしいというような御意見をいただきました。 

○委員（堀口 晃君） ありがとうございまし

た。 

 指定管理料はゼロ円というふうにお聞きして、

その中は、給付費の部分だったですか、何かそ

ちらのほうで賄うということだったんですが、

実質入ってくるお金というのはどのくらいぐら

い入ってくるんですかね。 

○障がい者支援課長（障がい者虐待防止センタ

ー所長兼務）（吉村紀美子君） 障害福祉サー

ビスの事業収益としましては１億１０７６万円、

これは昨年の６年度決算の分でございます。 

○委員（堀口 晃君） それで、従業員数４４

名含めて、全てそれが今賄えているという状況

でいいんですかね。ゼロ円でいいのかなという、

幾らか出したほうがいいんじゃないかなという

意見なんですけども、それについては、十分賄

っているということで大丈夫ですかね。 

○障がい者支援課長（障がい者虐待防止センタ

ー所長兼務）（吉村紀美子君） 希望の里たい

ように関しましては、サービス費、今申し上げ

た１億円でございます。 

 ただ、そのほかに就労支援の、いわゆるパン

ですとか作って、上がる収益が３０００万円ち

ょっとぐらいございまして、総収益で１億４０

００万円ぐらいになります。 

 また、事業団全体でいきますと、ほかの事業

もございますので、４４名というのは事業団全

体の人数になりますものですから、（委員堀口

晃君「希望の里たいようだけじゃないんだ」と

呼ぶ）はい、たいようだけではございません。

たいようは１９名だと思います。すみません、

ちょっと確認いたします。 

 希望の里たいようだけでいきますと、職員数

は１９名でございます。（委員堀口晃君「分か

りました。ありがとうございました」と呼ぶ） 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） これ、指定管理が通

常５年だったと思うんですが、３年なのは何で

でしょうか。 

○障がい者支援課長（障がい者虐待防止センタ

ー所長兼務）（吉村紀美子君） 指定管理の期

間でございますが、希望の里ですね、施設建設

に係ります起債の償還が令和１０年度末、令和

１１年の３月末で終了をいたします。 

 開設が平成２０年６月でございますので、令

和１０年度を迎えますと、２０年経過すること

になります。 

 今後は、施設の故障ですとか、修繕の必要性

は非常に高くなってくるという状況でございま

す。空調設備あたりは、もう既に複数回故障を

しておりまして、修繕を行っております。 
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 今後、維持管理に関する経費の増加というの

が懸念されておりまして、八代市の公共施設個

別施設計画のほうでは、こういった合理的に、

効率的に施設を管理していくためには、専ら施

設を使用する社会福祉事業団への譲渡を検討に

入れるというところで方向性が示されておりま

して、このタイミングで、今度の３年間の終わ

る、この指定期間の終了後に、施設の方向性を

再検討する必要があるというふうに考えており

まして、３年としております。 

○委員長（山本敬晃君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１１７号・八代市立希望の里たいよう

に係る指定管理者の指定については、可決する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 執行部入替えをお願いします。 

（執行部 入替え） 

○委員長（山本敬晃君） 執行部より発言の申

出があっておりますので、これを許可します。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） 健康福祉

政策課の福田でございます。 

 先ほどの議案第１０９号の令和７年度の八代

市診療所特別会計補正予算・第１号の質疑の際

におきまして、副委員長のほうから質疑があり

ました診療報酬明細書の件数につきまして、１

１２４件とお答えいたしましたが、正しくは１

２００件でございました。訂正をお願いいたし

ます。申し訳ございませんでした。 

                              

◎議案第１２２号・八代市坂本地域福祉センタ

ー条例の廃止について 

○委員長（山本敬晃君） それでは、次に、条

例議案の審査に入ります。 

 まず、議案第１２２号・八代市坂本地域福祉

センター条例の廃止についてを議題とし、説明

を求めます。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） 健康福祉

政策課の福田でございます。よろしくお願いい

たします。 

 議案第１２２号・八代市坂本地域福祉センタ

ー条例の廃止について、失礼ながら、着座にて

説明をさせていただきます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○健康福祉政策課長（福田裕之君） 議案書の

ほうは２３ページから２４ページでございます

が、別に配付しております右肩に令和７年１２

月１８日、文教福祉委員会、議案第１２２号、

健康福祉政策課と記載されている資料により御

説明をいたします。 

 今回の条例廃止は、今年度をもって八代市坂

本地域福祉センターの供用を廃止するに当たり、

施設の設置・管理に関して定める条例の廃止を

行うものです。 

 廃止の理由といたしましては、坂本地域福祉

センターは、市町村合併前の旧坂本村において、

地域福祉の拠点として、デイサービスなどの介

護事業などが実施されておりましたが、民間事

業者への移行により事業を廃止しましたので、

現在の施設では貸館業務が中心となっておりま

す。 

 また、センター内の八代市社会福祉協議会の

坂本支所につきましては、支所としての役割や

業務が減少しており、社会福祉協議会の本所に

校区担当コーディネーターが配置されているな

ど、本所での一括対応を行っている状況であり

ます。 
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 これらの理由により、地域福祉や社会福祉協

議会の支所としての役割を終了しますことから、

八代市坂本地域福祉センターとしての供用を廃

止するものでございます。 

 なお、廃止後の施設につきましては、八代市

振興センター坂本として、地域住民の活動など

に活用する予定とされておりますので、地域住

民の方々には、これまでどおり利用していただ

ける施設となっております。 

 最後に、条例廃止の施行期日ですが、八代市

坂本地域福祉センターの供用廃止の日の令和８

年４月１日としております。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１２２号・八代市坂本地域福祉センタ

ー条例の廃止については、原案のとおり決する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１２４号・八代市立保育園の設置及び

管理に関する条例の一部改正について 

○委員長（山本敬晃君） 次に、議案第１２４

号・八代市立保育園の設置及び管理に関する条

例の一部改正についてを議題とし、説明を求め

ます。 

○こども未来課長（こども家庭センター長兼務）

（甲斐春一君） こども未来課の甲斐でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 議案第１２４号・八代市立保育園の設置及び

管理に関する条例の一部改正について御説明を

させていただきます。恐れ入りますが、着座に

て御説明をさせていただきたいと思います。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○こども未来課長（こども家庭センター長兼務）

（甲斐春一君） では、議案書は２９ページと

３０ページになりますが、お配りしております、

右肩に議案第１２４号関係と書いております資

料、八代市立保育所の設置及び管理に関する条

例の一部改正についてという資料で御説明をさ

せていただきたいと思います。 

 まず、１の改正理由ですが、八代市立宮地さ

くら保育園につきまして、令和７年度末で閉園

となることに伴いまして、条例の一部改正を行

うものでございます。 

 昨年の１０月及び１２月、そして本年３月の

文教福祉委員会の所管事務調査におきまして、

経緯と方向性を御説明させていただいたところ

でございますが、当該園につきましては、今後

の新規入所が見込めないことから、令和７年度

の年長児８名の卒園後、閉園とすることといた

しました。 

 次に、２の改正内容についてでございますが、

保育園の名称及び位置を定める別表から、八代

市立宮地さくら保育園の項を削除するものでご

ざいます。 

 最後に、３の施行期日ですが、閉園日の翌日

であります令和８年４月１日としております。 

 説明は以上になります。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 閉園した後の跡地利用

はどのようになるんでしょうか。 

○こども未来課長（こども家庭センター長兼務）

（甲斐春一君） 委員御質問の跡地利用につき
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ましてでございますが、跡地につきましては、

文化振興課におきまして、妙見祭の備品関係で

すね、看板であったりとか、桟敷席の道具であ

ったりとかというところでの活用を予定してお

ります。（委員野﨑伸也君「分かりました」と

呼ぶ） 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１２４号・八代市立保育園の設置及び

管理に関する条例の一部改正については、原案

のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１２５号・八代市乳児等通園支援事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例の制

定について 

○委員長（山本敬晃君） 次に、議案第１２５

号・八代市乳児等通園支援事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の制定についてを議

題とし、説明を求めます。 

○こども未来課長（こども家庭センター長兼務）

（甲斐春一君） 引き続きよろしくお願いいた

します。 

 議案第１２５号・八代市乳児等通園支援事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例の制

定につきまして御説明いたします。恐れ入りま

すが、着座にて御説明させていただきます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○こども未来課長（こども家庭センター長兼

務）（甲斐春一君） それでは、議案書のほう

は３１ページから４０ページになりますが、こ

ちらもお配りしております、右肩に議案第１２

５号関係とあります資料、八代市乳児等通園支

援事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の制定についてというタイトルの資料にて御

説明をさせていただきます。 

 まず、制定理由でございますが、子ども・子

育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴

う児童福祉法の一部改正によりまして、新たに

創設されました乳児等通園支援事業について、

全ての市町村において実施することとされたこ

とに伴い、内閣府令に従い認可基準に関する条

例を制定するものでございます。 

 この乳児等通園支援事業といいますのは、通

称こども誰でも通園制度と言われているもの

で、生後６か月から満３歳未満までで、保育所

等に通っていない子供をお育ていただいている

家庭が、毎月一定時間までの利用可能枠の中

で、就労要件を問わずに、時間単位で柔軟に利

用できる制度でございます。 

 開始時期につきましては、令和８年の４月で

ございます。 

 対象となる保育所等５１か所のうち、現在実

施の意向を示されている施設は１６か所となり

ます。 

 毎月の利用時間につきましては、子供１人当

たり１０時間を上限としております。 

 また、保護者の負担につきましては、子供１

人当たり１時間３００円程度で、施設が設定す

ることというふうになっております。 

 次に、２の主な制定内容についてですが、資

料に記載しておりますとおり、事業を行う者が

遵守すべき当該事業に係る設備及び運営に関す

る基準を定めるものです。 

 認定につきましては、来年の１月から受付を

行いますので、本定例会に提案するものでござ

います。 

 最後に、施行の期日ですが、公布の日から施
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行することとしております。 

 説明は以上になります。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） １０時間というのは、

国からの決まり。 

○こども未来課長（こども家庭センター長兼務）

（甲斐春一君） 国から設定されている時間に

なります。 

○委員（野﨑伸也君） 分かりました。 

 柔軟に、例えば、いろんな御意見があって、

１０時間を増やしてほしいとかというのがあれ

ば、八代市のほうでも検討はできるんですか。 

○こども未来課長（こども家庭センター長兼務）

（甲斐春一君） 今、できるかどうかというと

ころにつきましては、また国のほうにもちょっ

と確認をしてみたいと思いますが、今のところ、

国のほうからは、もう１０時間というところで

お示しがあっているところでございます。 

○委員（野﨑伸也君） 受入れ施設というのは、

保育園だったり、そういったところだろうかな

というふうには思うんですけれども、枠設定が

あるじゃないですか。例えば、その園は何人で

すよとかというのがあるんですが、それを超え

ますよね。そういうところについては、どうい

うふうな考えなんですか。 

○こども未来課長（こども家庭センター長兼務）

（甲斐春一君） この実施につきましては、一

般型と余裕型というところの設定を設けれるよ

うになっておりまして、一般型というのが、実

際にこの制度を利用する枠をあらかじめ確保し

てやるという方法と、実際に、今空きがあると

ころを利用して実施をするという２パターンが

ございますので、今後説明会のほうを実施しま

して、実施を希望される園につきましては、そ

ちらをお選びいただくというような形になりま

す。 

○委員（野﨑伸也君） 分かりました。 

 これを利用される方への周知については、ど

のようにされるんですか。 

○こども未来課長（こども家庭センター長兼務）

（甲斐春一君） 周知につきましては、いろい

ろ、市報でございましたりとか、あったかねっ

と、ホームページ等で周知のほうをさせていた

だこうと思っております。 

○委員（野﨑伸也君） 意見ですけど、周知の

ほうですね、届くようにちゃんと、いろんな媒

体でやっていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（山本敬晃君） 意見でお願いします。 

 ほかに。 

○委員（堀口 晃君） 来年度からというよう

な部分のお話があったと思うんですけども、今

現在生後６か月から３歳未満までの保育所に通

っていない子供さんたちの把握はされています。 

○こども未来課長（こども家庭センター長兼務）

（甲斐春一君） 対象者に関してなんですけれ

ども、令和８年の４月の対象の児童数、これは

あくまでも見込みでございますが、約６４０人

ほどが対象になろうかと思います。 

○委員（堀口 晃君） 対象になるんだけども、

それは保育所に通っていらっしゃる方もいらっ

しゃるわけですよね。 

 全く今、通っていらっしゃらない方が６４０

人もいらっしゃるということですか。 

○こども未来課長（こども家庭センター長兼務）

（甲斐春一君） 通ってない方で、今６４０名。 

○委員（堀口 晃君） 通ってない方が６４０

名、対象になるという話。多いなというイメー

ジがあります。分かりました。６４０名ですね。 

 その６４０名を、今、全員が利用したとして、

１６か所で果たして受入れが大丈夫なのかなと

いうのが、いや、私はそんなに多いと思わなか

ったもんですから、非常に助かるような、誰で

も通園制度というのはいいなというイメージが
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あるんですけども、その中において、今手を挙

げている事業者さんは１６か所というふうに説

明があったんですが、その６４０名を１６か所

で対応できるのかなという、ちょっとそういう

部分を聞かせていただきたいと思います。 

○こども未来課長（こども家庭センター長兼務）

（甲斐春一君） 実際この６４０名という数字

だけで見ると、かなり多いかなというふうに感

じられると思いますが、実際今、未就園児を、

家庭のほうで見ていただいていたりとかという、

いろいろな状況があると思われますけれども、

実際本市のほうでは、保育料の無償化のほうも

取り組んでおりまして、その後は預けられる方

というところもあるかと思います。 

 実際に、今利用状況に関しては、恐らく数的

には、希望される園、あと希望される世帯とい

うところでは、そこまで多くはならないのでは

ないかなというところで考えております。 

○委員（堀口 晃君） であるならば、今１６

か所手を挙げていらっしゃる方々の最高キャパ

というのはどのくらいぐらいを想定していらっ

しゃいますか。まだ決まってないんで分かりま

せんが、例えば、１つの施設でね、１０人受け

入れることができますよといったときも１６０

人ですよね。という部分で、４倍の方々がその

対象者にはいらっしゃるという部分があるんで

すけども、６０人ぐらいを受け入れるという、

そんなもんかな、５０人からその辺ぐらいを想

定されている数を、ちょっと教えていただきた

いと思うんですが。 

○こども未来課保育係長（石本裕美君） こど

も未来課の石本です。よろしくお願いします。 

 今、先ほどから委員さんお尋ねの想定の人数

なんですけれども、先ほど６４０名程度対象児

童がいるということでお答えしましたが、本市

では、先行して実施しているほかの自治体の例

を基に、３０％程度の利用率があると考えてお

ります。（委員堀口晃君「３０％」と呼ぶ）保

育園が通常開いている時間、８時間とか１１時

間とかになるんですけれども、その間に、子供

さん１人当たり月１０時間までの利用ですので、

実際の必要定員としましては１５人程度、１日

１５人程度受入れができれば、実施可能だとい

うふうに考えております。 

 以上です。（委員堀口晃君「分かりました」

と呼ぶ） 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 先ほど野﨑委員がおっ

しゃったやつなんですけども、月に１０時間と

いう部分の、これ、国が定めているというお話

なんですが、例えば１年間で１２０時間という

ふうな部分ができますよね。 

 そうなると、持ち越しというか、今月はちょ

っと少なかったんだけども、２時間しか使わな

かったけんが、翌月に１８時間ぐらい使えるか

という、そういった何か繰越しとか、持ち越し

とかというふうな部分は想定されていますかね。

あるんですかね。 

○こども未来課保育係長（石本裕美君） 国の

ほうでは、１０時間を上限とすると規定されて

おりますので、本市でも、基本的には１０時間

を上限として設定しようというふうに、現在の

ところは考えております。 

 ほかに代わる制度として、保育園のほうで一

時預かりなどをサービスとしてされております

ので、そこを、１０時間から超えた分は一時預

かりを使うということも考えられるかと思いま

す。 

 以上です。（委員堀口晃君「ありがとうござ

いました。ぜひ頑張っていただければと思いま

す」と呼ぶ） 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 
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（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１２５号・八代市乳児等通園支援事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例の制

定については、原案のとおり決するに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部は御退席をお願いします。 

（執行部 退室） 

                              

◎陳情第１３号・はりきゅう等施設利用券につ

いて 

○委員長（山本敬晃君） 次に、請願・陳情の

審査に入ります。 

 審査に入ります前に、郵送にて届いておりま

す要望書については、タブレット端末にて御確

認を願います。 

 今回当委員会に付託となっておりますのは、

新規の陳情１件です。 

 それでは、陳情第１３号・はりきゅう等施設

利用券についてを議題とします。 

 要旨は文書表のとおりですが、念のため書記

に朗読いたさせます。 

（書記、朗読） 

○委員長（山本敬晃君） 本陳情について御意

見等はありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 執行部のほうの、ちょ

っと意見も聞いてみたいと思いますので、執行

部を呼んでいただけますかね。 

○委員長（山本敬晃君） ただいま本件に関し

て、執行部に説明を求めるとの御意見が出まし

た。 

 本件について、執行部から説明を求めること

に御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、御異議な

しと認め、執行部に説明を求めることといたし

ます。 

 執行部、お願いします。 

（執行部 入室） 

○委員長（山本敬晃君） それでは、本件に関

し、執行部からの説明を求めます。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 国保ね

んきん課、時枝でございます。失礼いたします。

座らせて説明させていただきます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 今回の

陳情に関しましては、議会のほうに御提出をさ

れる前に市長宛てにも、同じような内容の陳情

を受け付けてございますということを、まずお

断りをしておきます。 

 今回の陳情の内容に関しまして、本市のこの

はりきゅう等施設利用券の現状、それから県内

他市、また近隣町村の現状、それから今回の陳

情に対する担当課としての意見を述べさせてい

ただきたいと思います。 

 まず初めに、本市の現状でございますが、本

市国民健康保険加入者、及び主に後期高齢者医

療受給者であります高齢者を対象とする、はり

きゅう等施設利用助成は、１人につき年間１５

回まで、１回の利用に対し１０００円を助成す

るものでございます。 

 令和６年度の利用券の交付者は２０００人で

ありまして、対象者総数、この国民健康保険加

入者及び高齢者総数約５万１６００人に対して、

３.８７％の方に利用券を発行している状況で

ございます。 

 その発行した利用券の利用状況でございます

が、年々減少傾向にございます。１人当たりの

利用回数は、平均６から７回程度、これは過去

から見ましても大きな変化はございません。 

 令和６年度の利用実績におきまして、利用券

を交付した２０００名のうち、１５回全てを利
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用した方は３１６名、割合でいいますと１５.

８％でございます。 

 また、逆に利用券を全く利用してない方もい

らっしゃいまして、数としましては３９９名、

割合でいいますと、約２０％ほどが全く利用し

てないという現状でもございます。 

 鍼灸治療の利用によります医療費抑制効果に

つきましては、幾つかの研究や報告で、医療費

節約につながる可能性が示唆されておりますも

のの、明確な科学的な根拠は完全に確立されて

いないと認識しております。 

 特定の疾患に対しての痛みの緩和に有意な効

果が示された研究もございますが、それを具体

的に示すようなものは、特にありませんで、エ

ビデンスの質は様々であると認識しております。 

 次に、県内他市及び近隣町村の現状でござい

ますが、県内他市におけるこのはりきゅう等施

設利用券の実施状況は、助成の額、また利用回

数など様々な設定がそれぞれでなされておりま

す。 

 本市の利用助成の程度、年１５回といいます

のは、県内の他市、または近隣の町村の実施状

況と比較しても、ほぼ平均的だというふうに認

識をしております。 

 このような状況を踏まえまして、担当課とい

たしましては、利用回数の拡充、いわゆる１５

回以上の分を認めるというものにつきましては、

対象者がごく限定的であることや、県内の他市

町村の状況からも強い必要性は認められないも

のと認識をしております。 

 また、利用者が年々減少しているという課題

に対しましては、このような利用助成があると

いう制度を、広く対象者の方に周知を図りまし

て、今後の利用者の増加に取り組んでいきたい

と考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（山本敬晃君） ただいま執行部から

説明がございましたが、本件について質疑、御

意見等はありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 今詳しく説明していた

だきましてありがとうございました。大体内容

が分かってきました。また、他市の状況もよく

理解させていただきました。 

 その中で、今利用状況の部分においては、６

回から７回程度というのが通常ということで、

その中で１５回完全に使っていらっしゃる方が

３１６名というふうな、２０００名中３１６名

の方であって、１５.８％で、全然使ってない

よという方が、もらっていらっしゃるんだけど、

使ってないのが２０％という分の中において３

１６名が１５回全部使ったとしました。その後

に、まだ必要性があるというふうなところの中

での、ずっと使い続けるというふうな方につい

ての把握は、ちょっと難しいですよね、市役所

のほうでそれを把握するということは。いかが

でしょうか。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 毎年度、

お手続が必要になってくる形なんですけれども、

前年利用者につきましては、利用を更新する、

新年度における受付におきましては、今現在お

持ちの利用券を窓口に御持参いただくと、手続

が簡潔に済むような取組をしておりますので、

利用された方で、引き続き利用されたいという

希望される方は、もう経年的に、４月になりま

したら窓口に見えられている状況でございます。

（委員堀口晃君「なるほど。分かりました」と

呼ぶ） 

○委員（堀口 晃君） １人の方が１５回もう

使って、まだ半年かかってないという状況があ

って、いや、それでも私はまだ行かなければな

らないんだと言って、あと１５回は自費で出し

ていらっしゃる。補助金はなしでという部分の、

そういう人たちの把握はされてないですよね。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 国保ね

んきん課としましては、そういう対象者がどれ

だけいらっしゃるかというのは、具体的には存
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じておりません。（委員堀口晃君「分かりまし

た」と呼ぶ） 

○委員長（山本敬晃君） ほかに質疑、御意見

等はありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 制度としてどうなのか

分からないんですが、家族間でシェアできると

いうのを、何か要望されているんですよね。 

 世帯ごとにとかというのがあるんですけど、

６０回から１００回程度の利用券を発行すると

かというのがあるんですけど、これは制度とし

て可能なんですかね。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） これは、

本課としての見解でございますが、利用券につ

きましては、この制度上１人につき１５回まで

というような条件で行っておりますので、対象

者である方には、全て公平な行政サービスを提

供するという立場から考えますと、使わない人

の分を別人が使うというのは公平性を損なうこ

とになるんではないかなというふうに考えてお

ります。 

○委員（野﨑伸也君） この中では予算的に２

０００万円という流れがあるんですけど、これ

当初予算で２０００万円、枠取っているんです

か。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 毎年度

年間の、前年度の利用実績等を勘案し、対象者

の増減を、考えてから、予算的には取っており

ます。 

 ただし執行的には、先ほど言いました年間６

から７回が平均的な数字でありますので、実際

は不用額が出ている状況もあります。 

○委員（堀口 晃君） これ、ちょっと提案者

のほうはそういうふうに言っていらっしゃるん

ですけども、今回の陳情はですね。執行部とす

るなら、例えば今１５回を２０回というふうに

増やすという方向性は、今お考えありますか、

ありませんか。その辺をちょっとお聞かせくだ

さい。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 先ほど

課の見解を申し上げましたんですが、回数を増

やすまでの、必要性というのは、今のところは

考えておりません。 

 また、新年度の予算要求におきましても、１

人当たり１５回という回数に基づいた予算要求

をしているところでございます。 

 しかしながら、このような御要望等の声、そ

れから対象者に、御要望の声も対象者総数に対

してどのような割合なのかというのを勘案しな

がら、次期の、事業の展開については考えてい

かなければならないかなというふうに考えてお

ります。（委員堀口晃君「ありがとうございま

す」と呼ぶ） 

○委員（野﨑伸也君） このはりを施術される

施設というのが、どれぐらいあるんですか。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） この利

用助成券を使用できるところは、あらかじめ八

代市のほうに届出をしておかなければならない

というルールにしております。 

 その中におきまして、現行、市、それから八

代市外の事業所も含めまして、３９事業所の登

録がございます。 

 今、市外の事業者のことを申し上げましたが、

これは利用者の方が、なじみといいますか、今

までずっとそこに通っていたから、引き続きそ

こで施術を受けたいというような御要望があっ

たことを踏まえて、現行市外の事業者さんも一

部認めているというところでございます。 

○委員（野﨑伸也君） せっかくこの制度があ

るということなんですが、全く使わない人が２

０％ぐらいいると、対象者のうち、あるんです

けれども、知らない人が２０％ということじゃ

ないんですか。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 先ほど

言いました２０００人の方に利用券の交付をし

ておりますが、交付を受けたけれども、全く利

用していない方がそれぐらいいらっしゃると。
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３９９人、約２０％の方が利用券を受けたんだ

けど、利用してないというのが、令和６年度の

実績でございます。（委員野﨑伸也君「分かり

ました」と呼ぶ） 

○委員長（山本敬晃君） ほかに質疑、御意見。 

○委員（村川清則君） このデータをお聞きし

て、そんなに少ないんだというのが、現実に思

ったんですけども、知り合いにもはりきゅうに、

結構行かれる方もおられて、そういう方々と話

すと、月２回は行きたいんだけどもというよう

な話もよく聞きます。 

 となれば、２０回でもちょっと足りないかな

という、するんですが、陳情ですからね、うん。

個人的には採択というあれもあるんですが、１

回継続でお願いできたらということかなと思い

ます。 

○委員長（山本敬晃君） ただいま村川委員か

ら継続審査ということが。 

○委員（村川清則君） １５回というのは平均

的で、あと１０００円の補助というのも平均的

とあったんですが、他市に比べて平均というこ

とだったんですが、もっと出していらっしゃる

ところもあるわけですか。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 本課の

ほうで調べましたものとしましては、熊本市は

１人につき年４５回、それから近隣で申し上げ

ると、水俣市が２０回、宇城市が１５回、氷川

町は１０回、芦北町も１０回、人吉市さんに関

しましては、令和３年度まで事業をされていて、

令和４年度から助成事業自体を廃止をされてい

ます。 

 一番多いところは、熊本市の４５回というの

が一番多いんですが、あとは２０回から１０回

というのが、近隣の自治体の状況でございます。

（委員村川清則君「継続でということで」と呼

ぶ） 

○委員長（山本敬晃君） ほかには質疑、御意

見があれば、大丈夫ですかね。 

○委員（野﨑伸也君） 利用される方が減少傾

向にありますよというような御案内があっとで

すけれども、御案内のとおりなんですか、減少

傾向なんですか、これ。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） まずは、

国民健康保険の課税世帯が、社会保険の適用拡

大とか人口減少等の影響によりまして減ってき

ているというのが現状でございます。 

 ゆえに、対象者枠、大きな枠が、減ってきて

おりまして、その中で利用される方も比例して、

減ってきている状況はございます。 

 ただし、後期高齢者医療に関しては、対象者

は増えておりますので、そこはもう微増という

ようなところです。 

○委員長（山本敬晃君） よろしいですかね。 

 ほかに質疑、御意見ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、今、村川

委員から、継続審査という声がありましたけど、

ほかにありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 他市の事例、教えてい

ただいて、多いところは４５回と、少ないとこ

ろでは、もうなくしたところもありますよとい

う話だったんですが、それぞれの自治体の考え

方というところを、もう少し、ちょっと聞いて

みたいなというのがありますんで、継続でお願

いできればというふうに思います。 

○委員長（山本敬晃君） 今、村川委員と野﨑

委員から継続審査の声がありましたけど、ほか

はございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、継続審査

についてお諮りいたします。 

 採決は挙手により行いますが、挙手しない者

は反対とみなします。 

 陳情第１３号・はりきゅう等施設利用券につ

いては、継続審査とするに賛成の方の挙手を求

めます。 
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（賛成者 挙手） 

○委員長（山本敬晃君） 挙手全員と認め、本

件は継続審査とすることに決しました。 

 執行部は御退出を願います。 

（執行部 退室） 

○委員長（山本敬晃君） 以上で付託されまし

た案件の審査は全部終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 それでは、午前中の審査を終了し、しばらく

休憩いたします。午後は１３時から再開いたし

ます。 

（午前１１時５７分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時００分 開議） 

◎所管事務調査 

・教育に関する諸問題の調査  

・保健・福祉に関する諸問題の調査 

○委員長（山本敬晃君） それでは、休憩前に

引き続き文教福祉委員会を再開いたします。 

 当委員会の所管事務調査２件を一括議題とし、

調査を進めます。 

 執行部より、教育に関する諸問題の調査に関

連して２件、保健・福祉に関する諸問題の調査

に関連して２件、発言の申出があっております

ので、これを許します。 

                              

・保健・福祉に関する諸問題の調査 

（八代市国民健康保険運営協議会に対する諮問

及び答申について） 

○委員長（山本敬晃君） それでは、まず、八

代市国民健康保険運営協議会に対する諮問及び

答申について説明願います。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）国保ね

んきん課、時枝でございます。 

 それでは、八代市国民健康保険運営協議会に

対する諮問及び答申につきまして、失礼しまし

て、着座し説明させていただきます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 説明に

当たりまして、資料は、右上に令和７年１２月

１８日、文教福祉委員会、所管事務調査、国保

ねんきん課と記載をしております資料１から５

を用いて説明させていただきます。 

 このたびの諮問及び答申の説明をいたします

前に、八代市国民健康保険運営協議会及び本市

の国民健康保険税について説明をさせていただ

きます。 

 資料１を御覧ください。 

 １項目めに、国民健康保険運営協議会の設置

及び運営に関する関係法規を抜粋しております。 

 八代市国民健康保険運営協議会は、国民健康

保険法第１１条第２項の規定に基づき設置する

協議会であり、国民健康保険事業の運営に関す

る事項について審議を行うものでございます。 

 ２項目めに、本市の国民健康保険税の仕組み

に関して示してございます。 

 国民健康保険税は世帯ごとに算定をされ、原

則世帯主に賦課をされます。 

 賦課の区分は、①基礎課税分、②後期高齢者

支援金分、③介護納付金分の３つの区分に分け

られておりまして、その内訳として、平等割、

均等割、所得割という賦課方法が定められてい

ます。 

 １ページ、下段の表中、太線で囲んだ平等割

額、均等割額及び所得割額が、現在の八代市の

値でございます。 

 これらを基に合算したものが、年間の国民健

康保険税額となりますが、３つの区分ごとに賦

課限度額が設定をされておりまして、それを超
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えることはございません。 

 ３項目めに、熊本県内市町村国民健康保険の

保険料水準の統一に向けたロードマップを示し

ております。 

 平成３０年度の国民健康保険制度改革により、

都道府県が市町村国保の運営に関与することと

なり、都道府県内のどこに住んでいても、同じ

所得水準、同じ世帯構成であれば、同じ保険給

付を同じ保険料負担で受けられるよう、保険料

水準の統一に向けた作業が進められています。 

 熊本県におきましては、令和９年度から原則

県が示す保険料率で賦課徴収することとし、令

和１２年度に完全統一する予定でございます。 

 資料を、前のほう、１ページのほうに戻って

いただきまして、２項目めの表中、太線で囲ん

だ箇所の右の列に、現在県が示しております八

代市の標準金額及び標準割合を示しております。 

 次に、資料の２をお願いいたします。 

 こちらは、去る１０月３０日に開催されまし

た、令和７年度第１回八代市国民健康保険運営

協議会、以後運営協議会と申し上げます、にお

きまして、市長から運営協議会に対して行われ

た諮問書の写しでございます。 

 諮問事項は、基礎課税分の平等割額を２００

０円引き下げるというものでございます。 

 ２ページ目に、提案理由が記載されています

が、本市国民健康保険は、高齢化による１人当

たりの医療費の増加及び被保険者数の減少によ

る税収の減少が続いているものの、令和７年度

決算見込みにおいては黒字と推測されます。 

 また、熊本県においては、令和１２年度から

の国民健康保険の保険料率の完全統一に向けた

検討、取組が進められており、本市においても、

県が示す標準保険料率を参考に、適正課税によ

る財政運営の健全化を図る必要がある。これら

を踏まえ、令和８年度は基礎課税分の平等割額

を、県が示す標準保険料率に合わせ２０００円

引き下げることとしたいという諮問が行われま

した。 

 下の表は、課税区分ごとに案と現行、そして

その差額を表した表でございます。 

 基礎課税分の平等割額を２万２０００円から

２万円に減額し、そのほかの割合及び金額は据

え置くものでございます。 

 次に、資料３をお願いいたします。 

 本資料の上段の表は、本市国保特別会計にお

きまして、決算に大きく影響いたします歳入歳

出それぞれの重要な項目を抜粋したものでござ

います。 

 令和５年度、６年度は実績値、７年度は見込

み値、８年度から１２年度までは推計値を表示

しております。 

 まず、歳入の欄につきまして、表の一番上の

行が、被保険者が納付いただきます保険税でご

ざいます。 

 次の保険基盤安定繰入金は、低所得者の保険

税軽減相当額、７割、５割、２割を国、県、市

が公費で補塡するものです。 

 次の財政安定化支援事業繰入金は、被保険者

に低所得者が多いこと、被保険者の年齢構成が

高齢者に偏っていることによる国保財政の負担

について、市から財政支援を行うものです。 

 次の未就学児均等割保険税繰入金は、子育て

世代の負担軽減を図るため、未就学児に係る均

等割額を半額としており、その減収分を国、県、

市が公費で補塡するものです。 

 これらを合計した数値を、表の下から２行目

に表示しています。 

 続いて、歳出欄の国保事業費納付金は、県が

推計した当該年度中に必要な県内の医療給付費

について、公費で賄われる部分を除いた額を、

県内各市町村に割り当て、それを市町村が納付

するものでございます。 

 その下のグラフは、ただいま説明しました歳

入の合計と歳出を棒グラフで表し、グラフの下

に表示した１人当たり医療費を折れ線グラフで
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表しています。 

 歳入については、人口減少や社会保険適用拡

大の影響による被保険者の減少に伴う減少を見

込んでいます。 

 歳出については、県全体の被保険者数は、本

市と同様減少傾向にありますが、１人当たりの

医療費は、今後も年々増加が見込まれ、医療給

付費はおおむね横ばいで推移すると推計してお

ります。 

 次に、資料４をお願いいたします。 

 ただいま資料３では、本市国保特別会計のう

ち決算に大きく影響する歳入歳出それぞれの重

要な項目を抜粋したものを示しておりましたが、

こちらは全ての項目を表しております。 

 本市国保特別会計の令和元年度から令和６年

度の実績値、令和７年度の見込み値、令和８年

度から１２年度までの推計値でございます。 

 資料３でも説明しましたように、表中の黄色

部分は決算に大きく影響する重要な部分でござ

います。 

 まず、歳入欄において、表の一番上の行が、

被保険者が納付する保険税です。次に、保険基

盤安定繰入金、財政安定化支援事業繰入金、未

就学児均等割保険税繰入金です。それと、歳出

のほうが、国保事業費納付金となります。 

 この表におきまして、先ほど諮問内容であり

ましたとおり、保険税の令和８年度以降は、基

礎課税分の平等割額を２０００円引き下げた金

額で推計をしたものでございます。 

 その他の経費も含めた今後の見通しにおいて、

資料の下段、単年度収支、ブルーでカラーをつ

けております部分でございますが、令和７年度、

令和８年度は黒字であるものの、令和９年度以

降は単年度収支の赤字が続くと見込んでいます。 

 それでも当面の間は、実質収支は赤字とはな

らず、本表の最下段に示す財政調整基金も残っ

ており、令和１２年度に予定されている保険料

水準の完全統一の前に、急な財源不足にはなら

ない見通しとしております。 

 以上のような内容を国保運営協議会の会議で

説明をいたしまして、出席委員から、県が示す

標準税率と比べ後期高齢者支援金分や介護納付

金分は現行が低い額となっているが、こちらは

今後引き上げる予定なのかという御質問があり、

それに対し、保険料水準の統一で急な負担感が

生じないよう、徐々に標準額に近づけていく必

要があるということを説明をいたしましたり、

将来的に負担が増加し続けないよう、重症化予

防対策や保健事業にしっかり取り組むことが重

要などと御意見をいただいたところでございま

す。 

 資料５をお願いいたします。 

 これらを踏まえまして、１２月１日国保運営

協議会から、被保険者の減少に伴う保険税収の

減少や国民健康保険加入者に占める高齢者割合

の増加による１人当たり医療費の増加が見込ま

れる状況ではあるものの、繰越金や基金を活用

することにより、国民健康保険制度の運営を維

持できると見通せること、また熊本県内市町村

の国民健康保険の保険料率の統一化の方針を踏

まえ、令和８年度の基礎課税分の平等割額を２

０００円引き下げることは妥当であると判断す

るとの答申をいただいたところでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、本件につ

いて、何か質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 最初の項目２のとこ

ろで、県の標準額が出されているというところ

ですけども、これは新年度に対する標準額とい

う理解でいいですか。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 現在の

額でございますので、これは令和７年度の賦課

額、それから令和７年度分の標準額というとこ

ろでございます。 

 今のところまだ、新年度分につきましては示
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されておりません。 

○委員（橋本徳一郎君） 上がるか、下がるか

も、これからということの理解でいいですか。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 具体的

な数字を県からいただくのは、これ以後という

ことになります。（委員橋本徳一郎君「分かり

ました」と呼ぶ） 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありますでし

ょうか。 

○委員（堀口 晃君） 基礎課税分の２０００

円を引き下げるということでございますけども、

引き下げたときの影響額、先ほど説明があって、

令和１２年度ぐらいまでには、財政が枯渇する

ことはないというようなお話だったんですが、

これから先も下げる可能性もあるんですかね。 

 その影響額というのはどのくらいぐらいにな

るのか、もしお示しができればというところで。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 現状の

数字を比較しますと、先ほど申し上げました基

礎課税分は県の標準を上回っている状態ですの

で、これは下げなければならない部分でござい

ます。 

 しかしながら、後期高齢者支援金分及び介護

納付金分につきましては、県が示している標準

額よりも、現行の税額が低うございますので、

ここは統一をしなければならないという部分か

らしますと、今後上げなければならない部分だ

というふうに認識をしております。 

 しかしながら、この数字が大きく影響します

ところは、資料の３のほうでお示しをしており

ますが、上の表、歳出のこの国保事業費納付金

という額でございます。見ていただくと分かる

とおり、令和５年、令和６年度は４５億円の歳

出となっておりますが、今年度４１億円と、４

億円下がっている状況です。こちらが、県内の

医療費を幾らで県が見込むかによって定まって

くる数字でございますので、令和８年度以降と

いうのは全く、市としては未知数でございます。

（委員堀口晃君「そやん変わらんわけたいな」

と呼ぶ） 

 しかしながら、この令和１２年度には完全統

一になってくるということを考えますと、その

時点では統一しなければならない、同じ数字を

用いなければならないというところです。 

○委員（堀口 晃君） 分かりました。ありが

とうございます。 

 それと、統一したときのですね、まだはっき

り私もよく分からないんですが、メリットとデ

メリットって必ずあると思うんですけども、そ

の辺の令和１２年度に統一されたときのメリッ

ト、デメリットというのは、どういうふうにお

考えていらっしゃいますか、執行部として。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 午前中

の補正予算のところでも少々お話をしたかと思

うんですが、県下の、熊本県内において、どこ

に住んでいても、同じ保険料率を負担をして同

じ給付を受ける、そういうのが望ましい形だと

いうふうに、この平成３０年度の国保の制度改

正が行われております。（委員堀口晃君「なる

ほど」と呼ぶ） 

 それに向けて、県は最終の期限として令和１

２年度を設定したところでございます。 

 なので、負担として増える市町村も当然ござ

います。八代市としては、多分少し減るんだろ

うなというふうに思っておりますが、今ですね、

医療費の支出において、医療の受けやすさとい

うのを、この金額の算定の中に含まれておりま

す。 

 ところが、完全統一になりますと、どれだけ

県内で医療費がかかるか、いわゆる医療の利用

のしやすさの差異というのは、もう加味されな

いことになりますので、心配しますのは、医療

を受けづらい地域にお住まいの方が、同じ負担

をしなければならないという部分は、多少心配

されてくるかなと、公平感といいますか、平等

感というのが心配されるところではあります。 
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 八代市のことを申しますと、八代市は比較的

医療を受けやすい地域でありますので、その点

については、八代市の住民の方は、デメリット

というよりもメリットのほうが多くなるんじゃ

ないかなと、今のところは考えております。 

○委員（堀口 晃君） ありがとうございまし

た。 

 この医療費にも関係して、今度は予防策です

よね。健康になって、病院にかからないという

ふうな部分も並行してやっていかないといけな

いんだろうと思うんですけども、そちらのほう

も並行して、何か県のほうで示す部分がござい

ますかね。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） 国保の

関連の事業、また高齢者の元気づくり等、介護

予防と対策とかも含めて、保健センターのほう

での保健事業を今展開してございますので、そ

ちらのほうをしっかりやっていくことが、健康

寿命を延ばすというところにつながるんじゃな

いかなと考えております。 

○委員（堀口 晃君） ありがとうございます。 

 それと、この表の中に、資料４の一番下のと

ころの赤字になっていくという部分がある。こ

こはブルーで示した部分ということになるんで

しょうけども、これはもう、仮にこれが予定で

するならば、当然保険税というふうな部分は増

えてくるというようなことで考えてよかったで

すかね。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） この推

計、見込みに関しては、現在この数字を変更し

ているところは、先ほど申し上げました２万２

０００円を２０００円引き下げた影響分だけの

ところで考えております。 

 それと、もう１点、国保事業費納付金、県の

ほうに納めなければいけない金額、ここが、先

ほど申した、まだ先がですね、毎年毎年変わっ

てくる金額で、（委員堀口晃君「分からない」

と呼ぶ）はい、翌年度の数字がはっきり分から

ない。 

 令和７年度に、４億円下がったという実績を

考えて、この後下がるのか、上がるのか、また

同じ金額が続くのかというところで、およそ４

億円前後の、移動が発生している状況で見ます

と、単年度収支の金額を見れば、その内側の数

字でございますので、この事業費納付金の額次

第で、赤字なのか、黒字なのかというところが

分かれてくるのかなと考えております。 

○委員（堀口 晃君） 今後の推移をね、見守

っていかないといけないということなんでしょ

うけども、できるだけ皆さんが健康であるよう

な形をとって、医療費が少しでも軽減できるよ

うな形にしていただければなと思います。ちょ

っと、これは要望です。意見です。 

○委員長（山本敬晃君） 答弁はなくていいで

すね。 

 ほかに質疑、御意見ありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 資料３で、１人当た

り医療費が伸びるという見込みで算出されてい

るんですけど、これ、何か根拠があってですか。 

○国保ねんきん課長（時枝秀一郎君） あくま

でも、これは統計上の推移でございますので、

具体的に何かを根拠に行っているものではござ

いません。 

 今後も、医療費単価、診療報酬も、また上が

るようなお話も聞いておりますので、ここの部

分は、下がる要素は今のところないのかなとい

うふうに考えております。 

 医療費全体として、国保の全体額としては当

然、先ほど言いました加入者の減少から下がっ

てはまいりますけど、１人当たりに引き直した

ときには、しばらく上がり続けるんじゃないか

なというふうに考えております。（委員橋本徳

一郎君「分かりました」と呼ぶ） 

○委員長（山本敬晃君） ほかに質疑、御意見

ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で八

代市国民健康保険運営協議会に対する諮問及び

答申についてを終了します。 

 執行部入替えをお願いします。 

（執行部 入替え） 

                              

・保健・福祉に関する諸問題の調査 

（八代市手話言語の普及及び障がいの特性に応

じたコミュニケーション手段の利用の促進に関

する条例（仮称）について） 

○委員長（山本敬晃君） 次に、八代市手話言

語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケ

ーション手段の利用の促進に関する条例（仮称）

について、説明願います。 

○障がい者支援課長（障がい者虐待防止センタ

ー所長兼務）（吉村紀美子君） 障がい者支援

課の吉村でございます。よろしくお願いいたし

ます。失礼いたしまして、着座にて御説明をさ

せていただきます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○障がい者支援課長（障がい者虐待防止センタ

ー所長兼務）（吉村紀美子君） それでは、現

在策定を見据えて検討中の手話言語の普及及び

障がいの特性に応じたコミュニケーション手段

の促進に関する条例（仮称）について、概要を

御説明いたします。 

 内容の説明につきましては、配付しておりま

す資料、右肩に障がい者支援課とあります資料

に沿って説明をいたします。 

 資料のほうには記載をしておりませんが、ま

ず、制定の背景と趣旨でございます。 

 手話についてのこれまでの国の動きといたし

ましては、平成２３年に障害者基本法が改正さ

れ、この中で手話は言語としての位置づけをさ

れました。 

 その後、平成２６年に障害者の権利に関する

条約の批准がなされ、日本でも障害者が社会の

一員として平等に生きる権利が保障される枠組

みがつくられました。 

 今年６月には、手話に関する施策の推進に関

する法律が施行され、社会全体で手話を大切に

していこうという風潮が強まってきております。 

 手話言語コミュニケーション手段に関する条

例の制定につきましては、全国では平成２７年

から条例制定の動きがあり、令和７年１１月１

日現在で、全国６１３自治体が制定済みとなっ

ています。 

 また、県内では、熊本県のほか熊本市、人吉

市、菊池市が制定済みです。 

 なお、現在宇城市が制定を検討されていると

承知しております。 

 本市では、今年に入って八代市ろう者福祉協

会等の関係団体からも、制定を望む声が上がっ

ており、また、先月にはデフリンピックが初め

て東京で開催されまして、本市出身のアスリー

トの活躍もあるなど、市民の手話への関心、重

視する機運が高まっているところでございます。 

 このような中、本市においても手話言語に対

する認識の高まりや多様なコミュニケーション

手段への尊重の姿勢を示す好機と捉えまして、

これを機に条例の制定をしたいというふうに考

えております。 

 それでは、条例の題目、内容について御説明

をいたします。 

 資料を御覧ください。 

 資料上段にありますとおり、仮称でございま

すが、条例名は、八代市手話言語の普及及び障

がいの特性に応じたコミュニケーション手段の

利用の促進に関する条例としております。 

 条例では、手話言語はもとより、様々な障害

により意思疎通、情報取得に困難を抱えている

方々が利用されているコミュニケーション手段

全てを対象にしており、そのことを明確にする

ため、この名称といたしております。 

 条例の中身に入ります。 

 本条例は、前文及び全九条の構成となってお
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ります。 

 まず、前文においては、手話を言語として認

め、普及を進めることはもとより、様々な障害

の特性に応じた多様なコミュニケーション手段

を保障することで、誰もが安心して暮らせる共

生社会を実現することを宣言するものとなりま

す。 

 条文の内容について、具体的に説明してまい

ります。 

 資料の上段、第１条が、条例制定の目的です。

この条例の目的が、上の丸から、手話が言語で

あることの社会的な理解を広げるとともに、手

話や文字・要約筆記など、障害の特性に応じた

多様なコミュニケーション手段を使いやすい環

境を整備し、市、市民、事業者の役割を明確化

し、市が施策を推進することで、誰もが安心し

て暮らし、地域社会に主体的に参加できる共生

社会の実現を目指すものであることを明記して

います。 

 第２条は、用語の定義ですので、ここでは省

略をいたします。 

 次に、第３条が基本理念です。３項で構成を

しておりまして、第１項で、障害の有無にかか

わりなく、人格や個性を尊重することの重要性

を認識し、相互尊重の社会づくりをすること。 

 第２項、手話は言語であり、聾者が日常生活

または社会生活を営むために大切に受け継がれ

てきた文化的所産であること。 

 第３項で、障害の特性に応じたコミュニケー

ション手段を障害者自らが選択し、利用できる

ことの重要性を明記します。 

 第４条から６条までが、市、市民、事業者の

それぞれの役割の規定です。 

 第４条は、市の責務として、基本理念に基づ

く施策推進、合理的配慮の提供、市民や事業者

との連携。 

 第５条が、市民の役割として、基本理念に対

する理解、施策に対する協力。 

 第６条は、事業者の役割として、市民同様基

本理念に対する理解、施策への協力に加えて、

事業における合理的配慮の提供を規定していま

す。 

 事業者につきましては、令和６年４月から合

理的配慮の提供が義務化されたことに伴うもの

となります。 

 前段も含め、ここまでの規定は、どの自治体

も大きな違いはございません。 

 次のページを御覧ください。 

 この条例は、いわゆる理念条例ですので、こ

の条例によって新たに何かを義務化されるよう

なことはございません。 

 したがいまして、条例中に義務的な施策の記

載はございませんが、柱となる基本的な施策を

第７条で規定をしております。 

 第７条の基本的な施策は、自治体によって若

干の違いがありますが、本市においては、資料

上段枠内に記載しております７号を想定してお

ります。 

 まず１つ目、理解と普及、２つ目、環境整備、

３つ目、情報アクセス、４つ目、人材確保、５

つ目、児童、保護者の支援、６つ目、災害時の

情報取得支援等、このほか市長が必要と認める

施策でございます。 

 第７条の基本施策を推進するための具体的な

取組については、現在当事者や関係団体とも対

話をしながら検討をしているところでございま

す。 

 また、あわせて、今後パブリックコメントを

実施し、広く御意見を伺う予定としております。 

 現在検討している取組案でございますが、中

ほどの枠内を御覧ください。 

 これまでも実施してきております取組といた

しまして、まず、丸点１つ目、市民向け手話奉

仕員養成講座、３つ目の庁舎内手話通訳者配置、

通訳者や要約筆記者の派遣などを継続して行っ

ていきます。 
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 また、視覚障害者への点字市報の配付なども

行っており、これらも継続して取り組んでいき

たいと考えております。 

 新しい取組といたしましては、丸点２つ目、

条例の基本理念、役割について周知啓発を行っ

てまいります。 

 また、この一環として、手話の日などに合わ

せました啓発イベントの開催、チラシ等の配布

を行いたいというふうに考えております。 

 さらに４つ目、広報やＳＮＳ、ホームページ

などを活用しました手話の動画配信などのほか、

市職員が挨拶程度の手話ができると、ちょっと

ほっとするなというふうなお声もございました

ので、５つ目、市職員への簡単な手話の周知や

活用の推進なども検討をしていきたいと考えて

おります。 

 行政への合理的配慮の提供の義務化以降、各

課かいにおきましても、例えば選挙の際のコミ

ュニケーション障害者への配慮ですとか、多く

の窓口での筆談など、様々な配慮を行っている

ところです。 

 しかし、手話への理解不足や情報保障の不十

分さから、聾者をはじめとするコミュニケーシ

ョンに支障がある方々が、日常生活や学校、医

療、就労など様々な場面で意思疎通や情報取得

などに対する課題というものが残っております。

行政、市民、事業者に何が求められているのか

把握をしながら、困り事をみんなで理解し、配

慮を行う取組を推進していこうというふうに考

えております。 

 本条例の制定によりまして、手話をはじめと

するコミュニケーション手段の利用に不安を抱

えている方が、当たり前に様々なコミュニケー

ション手段を使うことができ、意思疎通ができ

る環境づくりを進めるとともに、多様な市民が

互いの違いを認め合い、支え合う地域社会を行

政、市、市民、事業者が一体となって実現して

いくことを目指していきます。 

 最後に、今後のスケジュールですが、先ほど

も少し触れましたが、本委員会において条例制

定について概要の御報告を行いまして、この後、

パブリックコメントを経て、再度関係団体との

意見交換を行い、次の３月定例会で条例制定の

議案を提出する予定としております。 

 説明は以上となります。 

○委員長（山本敬晃君） ただいま説明いただ

いた中で、手段の促進に関する条例とありまし

たけど、手段の利用の促進に関する条件ですか

ね。 

○障がい者支援課長（障がい者虐待防止センタ

ー所長兼務）（吉村紀美子君） すみません、

失礼いたしました。 

○委員長（山本敬晃君） では、本件について、

何か質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 一般質問でもね、させ

ていただいたように、非常に今度意欲的に、来

年の４月の１日から施行という部分で、鋭意進

められているということで、非常に私自身は喜

ばしく思っているところです。 

 ただ、条例をつくることが目的ではなくて、

机上の空論にならんような形で、着実にこの基

本理念、もしくはその目的に向かって行ってほ

しいなというふうに思うんですが、その中で、

これは概略というような部分で、今お示しをい

ただいた部分で、正式な文章はいつ頃出てくる

のかという部分が一つと、もう一つ、例えばこ

れを施行していく中で、いろんな不都合が出て

きたときに、見直しという部分が当然出てくる

んだろうと思う。そういった明記があるのか、

どうかというのも、ちょっとお聞かせいただき

たいと思います。 

○障がい者支援課長（障がい者虐待防止センタ

ー所長兼務）（吉村紀美子君） まず、お示し

できる時期につきましてですが、条例の原文と

いうことでございましたら、パブリックコメン

トの際には、そのタイミングで公表をしたいと
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いうふうに考えております。（委員堀口晃君

「なるほどですね」と呼ぶ） 

 あと、実効性の確保でございますね。それと、

あと進捗管理あたりでございますが、現在検討

中でございますけれども、取組の目標、数値的

な部分を入れるかどうかは、ちょっとまだ分か

らないんですが、目標を定めまして、ＰＤＣＡ

サイクルの手法で進捗を管理する、検証可能な

仕組みにしたいというふうに考えております。 

 また、条例の制定後も、当事者団体の会合へ

の参加を通じまして、継続的に対話をして、施

策への反映を検討していきたいというふうに考

えております。 

○委員（堀口 晃君） ありがとうございまし

た。今のお答えで結構です。 

 法律で決まった部分がございます。令和７年

の法律の第７８号ですよね。その法律の中にお

いても、施行後おおむね５年を目途としてとい

うふうな部分、この法律の施行状況に勘案して

検討を加えるというような一文が、附則として

入っておるんですが、そういった形で毎年見直

しをしていってもいいし、３年をめどにという

ようなところでもいいし、そんなところをして

いただければと思います。 

 委員長、もう一ついいですか。 

 その法律の中で、国が定める部分の中におい

ては、手話の日という部分がございまして、９

月の２３日を手話の日とするという部分が、も

う法律で定められております。 

 その手話の日の９月の２３日という部分につ

いて、何かこの条例の中にうたうことがござい

ますかね。あるか、ないかでいいんですけど。 

○障がい者支援課長（障がい者虐待防止センタ

ー所長兼務）（吉村紀美子君） 手話の日の明

記につきましては、現在のところ、原文のほう

には入れてない状況でございます。 

 ただ、今後の取組として、手話の日に合わせ

ましたイベントの開催あたりができればなとい

うふうに考えております。（委員堀口晃君「あ

りがとうございます。ぜひ頑張っていただけれ

ばと思います」と呼ぶ） 

○委員長（山本敬晃君） ほかに質疑、御意見

等ありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 具体的な取組でいろ

いろ出していただいてますけど、ＳＮＳ動画と

か、市報の音声ということもされているという

ことですけど、本市で活用中のアプリがいろい

ろありますよね。通知について、開くとリンク

が張ってあったりとか、あれを音声で読むと非

常に聞きづらいんですよ。 

 あれで、どうにか項目というか、内容が把握

できるようなことはできないかなというふうに

思うんですよね。 

 アドレスでいくと、ｈｔｔｐダッシュ・コロ

ン・スラッシュスラッシュというのを、ずっと

読み上げる形になりますので、そういうのが、

ちょっと煩わしくなるという印象があるので、

その辺の配慮をしていただけたらなというふう

に思います。 

 何か意見でもいいし、何か答えられることが

あったらお願いします。 

○障がい者支援課長（障がい者虐待防止センタ

ー所長兼務）（吉村紀美子君） 申し訳ござい

ません。読み上げ機能につきましては、やはり

現在の状況では、そういった形での読み上げに

なっているかなと思います。 

 その辺りも、ちょっと読み上げに関しまして

は、やはり最後まで読む形になるかと思います

ので、ちょっと利便性向上できるような方法が

何か取れないかというところは、こちらのほう

でもお調べしたいと思います。 

 ちょっとどこまでできるかというところまで

お答えはできないんですけれども、確認をさせ

ていただきたいと思います。 

○委員長（山本敬晃君） ほかに御質問、御意

見ありませんでしょうか。 
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（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で八

代市手話言語の普及及び障がいの特性に応じた

コミュニケーション手段の利用の促進に関する

条例（仮称）についてを終了します。 

 執行部入替えをお願いします。 

（執行部 入替え） 

                              

・教育に関する諸問題の調査 

（第４期八代市教育振興基本計画（素案）につ

いて） 

○委員長（山本敬晃君） 次に、第４期八代市

教育振興基本計画（素案）について説明願いま

す。 

○教育政策課長（押方佐地子君） 教育政策課、

押方でございます。 

 第４期八代市教育振興基本計画（素案）につ

きまして、着座で説明させていただきます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○教育政策課長（押方佐地子君） 本市の教育

振興基本計画につきましては、今年度が現在の

第３期計画の最終年度となっており、第４期計

画を策定中です。 

 １２月下旬より計画に対するパブリックコメ

ントを予定しておりますことから、本日は計画

の素案につきまして、現段階での中間報告をさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

 資料といたしましては、第４期八代市教育振

興基本計画（素案）についてをお願いいたしま

す。 

 表紙の次のページの概要版を御覧ください。 

 まず、計画の位置づけです。本計画は教育基

本法に基づき策定するもので、国の教育振興基

本計画を参酌しつつ、本市の実情に応じた教育

を振興するための基本的な計画です。 

 計画期間は、令和８年度から１１年度までの

４年間です。 

 基本理念は、やつしろの未来を拓く心豊かな

人づくりとしています。 

 子供たち一人一人の未来を切り開く力を育成

し、市民一人一人の心豊かで幸せな人生のため

の教育を目指します。 

 資料、右側を御覧ください。 

 国の教育振興基本計画を参酌し、５つの基本

目標を設定しています。 

 基本目標といたしましては、基本目標１、子

供たち一人一人が自ら学び、考え、行動する力

を育成。 

 基本目標２、誰一人取り残されない共生社会

の実現に向けた教育を推進。 

 基本目標３、地域全体で共に学び、子供たち

の成長を支える。 

 基本目標４、多様な学習機会を提供し、生涯

にわたる学びを支える。 

 基本目標５、学びを支える基盤を構築し、教

育環境を整えるとしています。 

 資料中ほどを御覧ください。 

 先ほどの５つの基本目標を実現するために、

基本的な方向性、そして各方向性ごとに施策を

展開していきます。 

 基本的な方向性としましては、１、確かな学

力、豊かな心、健やかな体の育成や、２、多様

な教育ニーズへの対応など、８つの方向性を掲

げております。 

 なお、基本的な方向性ごとに主な施策を、そ

こに記載しております。 

 また、その下に５つの基本目標のうち、どの

目標の達成に資するものなのかが分かるように

記載しております。 

 基本的な方向性１で言えば、基本目標１、２、

５のための施策であることを表しています。 

 それでは、次のページをお願いいたします。 

 こちらは計画素案の本体になります。 

 少し進んでいただきまして、素案の２ページ

をお願いいたします。 

 ４、意見の聴取とありますが、今回計画の策
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定に当たり、策定段階から市民の皆様の意見聴

取に取り組みました。 

 まず、子供たちの意見や思いを反映した計画

とするため、１人１台配付しておりますタブレ

ット端末を活用し、アンケート調査を実施しま

した。 

 アンケート調査の結果につきましては、３２

ページ以降に記載しております。 

 また、関係する団体の皆様に個別にお会いし

て、素案に対するヒアリングを行いました。 

 関係団体としては、校長・園長会、社会教育

委員や学校運営協議会などですが、今回ヒアリ

ングを実施したことで、とても貴重な御意見を

お聞きできたと感じております。御意見につい

ては、この素案に反映しております。 

 続きまして、８つの基本的な方向性のうち、

特に重点的に取り組む３つの方向性について説

明させていただきます。 

 １０ページをお願いいたします。 

 まず１つ目は、基本的な方向性２、多様な教

育ニーズへの対応です。 

 現状と課題として、１０ページ中ほどのグラ

フにありますように、不登校児童生徒数が増加

していることに加え、その児童生徒の４割程度

が主に家庭で過ごしている現状があります。 

 不登校対策につきましては、現在も１人１台

タブレット端末を活用した授業のオンライン配

信や学習支援ツールの提供を行うなど、学びの

保障に努めておりますが、今年度から試験的に

取り組んでいるメタバース空間上での学習サポ

ートなど、さらなる支援体制の充実に取り組む

こととしております。 

 なお、１１ページの下段にありますように、

各方向性ごとに、令和１１年度を目標年度とす

る数値目標を設定しております。 

 計画の進捗管理につきましては、この数値目

標の達成状況を測定しながら、毎年公表するこ

ととしております。 

 次に、１２ページをお願いいたします。 

 ２つ目は、基本的な方向性３、グローバルな

視野を持つ人材の育成です。 

 現状と課題として、１２ページの上のグラフ

を御覧ください。 

 グローバル化が進んでいる中、八代の子供た

ちの英語力は、全国、県平均を大きく下回って

いる現状があります。 

 第３期計画までは英語力の育成は、基本的な

方向性１にある確かな学力の育成の中に位置づ

けておりましたが、本計画では、新たな方向性

として設定し、重点的に取り組むこととしてお

ります。 

 また、下のグラフですが、英語の勉強が好き

な割合は、小中学校ともに県平均を下回ってい

ます。まずは、子供たちに英語を学ぶことを好

きになってもらい、主体的に学び、英語で自分

の気持ちや考えを伝えることができる児童生徒

の育成を目指します。 

 具体的には、市内の小中学校合同での外国語

教育研修会を実施するとともに、児童生徒一人

一人の興味・関心に応じた学習に取り組むこと

ができるよう、ＡＩ英会話アプリなどの導入も

検討しております。 

 次に、１４ページをお願いいたします。 

 最後に、３つ目は、基本的な方向性４、学び

を支える環境づくりです。 

 強化のポイントの２つ目に挙げておりますが、

教職員の働き方改革の一層の推進を図ります。 

 こちらにつきましては、市長と教育長、教育

委員が、教育の基本的な方針を協議する場であ

る総合教育会議においても、アウトソーシング

など抜本的な改革をすべきとの御意見もいただ

いております。教育委員会においても積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。 

 最後に、今後のスケジュールといたしまして

は、パブリックコメントを１２月下旬から１月

にかけて実施したいと考えております。 
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 パブリックコメントを経て、来年３月の所管

事務調査で最終の報告を予定しております。 

 第４期教育振興基本計画の素案の説明は以上

でございます。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、本件につ

いて、何か質疑、御意見等はありませんか。あ

りませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） すみません、ちょっ

と聞き逃したと思うんですが、パブリックコメ

ントの期間は、いつからいつまでですかね。 

○教育政策課長（押方佐地子君） 今の予定と

しましては、１２月２３日から１月１９日まで

を予定しております。 

○委員（橋本徳一郎君） 年末から年明けの中

旬までというところですよね。 

 ちょっとこれ、時期的に厳しいなという印象

もあるんですけど、どのくらい周知というか、

この周知を徹底するというのが重要かなと思う

んですけど、どのぐらいされる予定ですか。 

○教育政策課長（押方佐地子君） パブリック

コメントにつきましては、ホームページや各種

ＳＮＳ、それと総合プラザと各支所と教育政策

課の窓口などを予定はしております。 

 前回の計画でもパブリックコメントが、ちょ

っと件数的に少なかったこともありましたので、

今回の計画につきましては、事前に各種団体か

ら御意見をいただいたというのが今回の対策に

なります。 

 以上でございます。（委員橋本徳一郎君「分

かりました」と呼ぶ） 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 今回第４期の計画を作

成されて、ほんと大変だったんだろうなという

思いがしてます。 

 ただ、私は今まで第４期ということは、第１

期、第２期、第３期という部分があったと思う

んですね。じゃあ、第３期の計画についての成

果はどうだったのかというふうな部分も、この

中に入っとるんですかね。 

 例えば、今先ほど英語の教育の部分について

も、第１期も、第２期も、第３期もあったと思

うんですよ。それでも、全国平均を下回ってい

るだったりとか、勉強が嫌いというような部分

が、全国より、まだ下回っているとかという、

県平均も下回っている状況がある。じゃあ、そ

の第１期、第２期、第３期は何だったのかとい

うふうな部分があって、結局何というんですか

ね、総合計画をつくるのはね、つくるまでが一

生懸命されてて、つくった後はもう、つくった

からいいやというようなところが、結構今まで

も多いと思うんですよ。 

 ですからね、直近で言うならば、第３期の計

画がどうだったのかということをちゃんと反省

した上で、その成果を伸ばしていく、もしくは

駄目だったところは修正していくというような

部分がないと結局つくっただけで終わってしま

うような気がするんですね。 

 だから、一つ一つは言いませんけども、何か

そんなところで、前回の反省もなしに、第３期

はこういうところで非常によかったんだけど、

こういうところが悪かったなというようなとこ

ろ、だから、今度第４期にこういうふうなこと

を盛り込んできましたというような部分をつけ

ていかないとね、結局ね、また第５期も、第６

期も同じようになってくるような気がするんで

すけども、その辺の見解はいかがですか。 

○教育政策課長（押方佐地子君） 今委員から

お話がありましたように、これまでの計画にお

いても、各種取組は進めてきたところではあり

ます。ただ、現状と課題のところに、これまで

の取組をもってしても課題があるというところ

を整理しております。 

 先ほどのグローバルな視野を持つ人材の育成

につきましても、第３期の計画において、英検

の受験料の助成なども取り組んだところですが、

成果として、なかなか結果が伴ってないという
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ところがありましたので、新たな取組として、

充実をさせていきたいというのが今回の計画に

至ったところなので、各種取組は、今までの反

省ということで、現状と課題のところで整理は

したと考えております。 

 ただ、御意見は、今後の計画の進捗管理の参

考にさせていただきます。（委員堀口晃君「は

い、いいです」と呼ぶ） 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で第

４期八代市教育振興基本計画（素案）について

を終了します。 

                              

・教育に関する諸問題の調査 

（（仮称）新南部学校給食センター設計概要に

ついて） 

○委員長（山本敬晃君） 次に、（仮称）新南

部学校給食センター設計概要について説明願い

ます。 

○教育政策課長（押方佐地子君） 教育政策課、

押方でございます。 

 それでは、（仮称）新南部学校給食センター

設計概要につきまして、着座にて説明させてい

ただきます。 

○委員長（山本敬晃君） どうぞ。 

○教育政策課長（押方佐地子君） 本市の学校

給食施設の老朽化対策と衛生環境の改善を目的

に、令和４年度に策定しました八代市学校給食

施設基本計画に基づき、現在麦島校区に（仮称）

新南部学校給食センターの整備を進めておりま

す。 

 今年度設計に着手し、実施設計がほぼ完了し

ましたことから、設計の概要を報告させていた

だきます。 

 資料は、（仮称）新南部学校給食センター設

計概要についてと記載しておりますものをお願

いいたします。 

 まず、表紙を御覧ください。 

 新しい給食センターの外観イメージ図です。

球磨川の流れをイメージした白と青を基調とし、

清潔感のある外観となっております。 

 次のページを御覧ください。 

 こちらは新センターの整備スケジュールです。

現在の進捗状況としては、造成工事及び施設の

設計を進めており、１月から建設工事に着工す

る予定です。 

 なお、整備に係る事業者につきましては、令

和６年度に設計と施工、そして調理設備の調達

などを一括発注するデザインビルド方式により

公募し、学識者などで構成された選定委員会で

事業者を選定した後に、３月定例会におきまし

て契約の締結の承認をいただいております。 

 事業者は松島建設を代表企業とし、６社で構

成される松島建設グループです。 

 建設工事につきましては、令和９年３月に完

了し、開設準備リハーサルなどを経て、令和９

年２学期からの供用開始を目指しております。 

 整備場所は、左下の写真のとおり、第三中学

校の近くの現在工事中の南部幹線道路に隣接し

た用地です。 

 なお、整備に係る事業費につきましては、令

和６年度から令和９年度までの継続費を設定し

ております。 

 次のページをお願いします。 

 （仮称）新南部学校給食センターの統合対象

は、麦島、南部、西部学校給食センター、中部

学校給食センターの一部、坂本町の八竜小、坂

本中学校給食室を予定しており、給食の配送先

は学校２５校と幼稚園１園を予定しております。 

 なお、将来の児童生徒数の推移に合わせて、

統合対象を新たに追加するなどの検討も行って

いく予定です。 

 次のページをお願いします。 

 施設の概要でございますが、敷地面積、延べ

床面積、構造、階層、提供食数は、資料のとお
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りです。提供食数は約６０００食で、県内最大

級の規模となります。 

 次のページをお願いいたします。 

 配置計画と車両の動線計画ですが、建物は、

音や臭いの影響を抑えるため、建物を近隣住宅

から離し、南部幹線側に寄せて配置しています。 

 また、事故防止のため、一方通行のワンウエ

ー車両動線を採用しております。 

 歩行者が多い正面入り口付近は、カラー舗装

の最徐行エリアとするなどしております。 

 後ほど御説明しますが、図面の左側の赤いス

ペース、こちらは、通常は社会科見学のバスな

どの転回場所ですが、災害時は防災広場として

活用できます。 

 なお、本センター稼働後、南部幹線道路の工

事が完了し、通行が可能となるまでは、図面左

下の駐車場に隣接する市道から出入りすること

になります。 

 次のページをお願いします。 

 １階平面図ですが、食中毒を防止するため、

洗浄や下処理を行う区域と、調理を行う区域な

どを部屋で区分します。 

 また、調理の工程の中で、食材や人の移動を

一方通行とすることで、交差汚染や２次汚染を

防止します。 

 さらに、調理室内は温度２５度Ｃ以下、湿度

８０％以下とし、学校給食衛生管理基準を満た

した快適で衛生的な環境を実現します。 

 そのほか、調理後２時間以内に給食を提供す

る必要がありますので、栄養教諭や調理員の声

を反映させた上で、調理から積込みに至るまで

の効率的な作業動線が可能な配置としています。 

 次のページをお願いします。 

 ２階平面図ですが、２階部分には、社会見学

など受入れのための見学窓、研修室、体験コー

ナー、釜混ぜ体験などができる場所を設置して

おります。 

 また、１階調理エリアにはカメラを設置し、

調理の様子を見れる大型モニターを設置する予

定としております。 

 見学や体験により調理工程などへの理解を深

め、食育の推進に活用したいと考えております。 

 次のページをお願いします。 

 こちらは施設の浸水対策です。図を御覧くだ

さい。 

 一番下の現状地盤は、建設用地取得時の農地

の状態の高さで、造成工事にて隣接する道路と

同じ高さまで盛土しております。 

 なお、盛土後の高さは、今年８月程度の大雨

でも浸水被害がないレベルとなっています。 

 １階床面は、現状地盤から２.１メートルの

位置とし、安全性を高めます。 

 さらに、２階の床面を６.４メートルの位置

とします。 

 建設用地において、球磨川が氾濫した場合の

最大浸水想定は４.５メートルですが、最大浸

水レベルでも２階に避難することで安全確保が

可能になります。 

 また、キュービクルなどの重要機器は、２階

の陸屋根に設置することで、仮に浸水があって

も被害を最小限とする工夫を行っております。 

 次のページをお願いいたします。 

 先ほど少し触れましたが、防災広場の特徴で

す。災害でトイレが使えなくなったときを想定

し、マンホールトイレを３基設置できるように

しております。 

 また、断水時に水の供給ができるよう、受水

槽には給水栓を設置します。 

 そのほかにも、かまどベンチを３台設置し、

約５００名の炊き出しが可能になっております。 

 最後のページをお願いします。 

 こちらは、整備に当たって近隣住民の皆様へ

の配慮している部分を記載しているものです。 

 交通分野として、工事車両の出入りは南部幹

線を活用することとし、供給開始後も、通学時

間を考慮した食材搬入車両などの出入りを調整
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します。 

 騒音や臭いについても記載のとおり、機械は

屋上に設置し、排気ファンには脱臭フィルター

を整備するなどの対策を行います。 

 排水については、汚水は全て下水道へ放流し、

敷地内に降った雨水についても、調整池を設け

た上で、排水は雨水管に直接放流することで、

下流域の水路氾濫を防止します。 

 近隣の住民の皆様への説明ですが、これまで

も校区長や町内会長と相談しながら、説明会や

回覧板などで周知を行っております。 

 また、来年１月にはまちづくり協議会を対象

とした住民説明会を予定しております。 

 今後も地域の方の御理解を得られるよう対応

してまいりたいと考えております。 

 この新しい給食センターが、将来にわたって

安全でおいしい給食を提供し、地域の皆様にも

愛される施設となるよう、引き続き地域や学校、

そして保護者の皆様への説明も丁寧に行いなが

ら、令和９年２学期の供用開始に向けて整備に

取り組んでまいりたいと考えております。 

 設計概要の説明は以上でございます。 

○委員長（山本敬晃君） それでは、本件につ

いて、何か質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（堀口 晃君） ９ページになろうかと

思います。浸水対策のところのキュービクルと

か、室外機等の設置は屋外ということで書いて

ありますし、１階の床面が２.１メートル、最

大浸水想定が４.５メートルで、これつかっち

ゃいますよね、というふうなことになりますよ

ね。 

 水害があったときに、ここが全部使えないと

いう状況が発生するんだけども、その辺のとこ

ろはどういうふうな対応をされるんでしょうか。 

 先ほど説明の中ではね、人の命という部分に

ついては、２階に避難することができるけども

というところ、でも、最大浸水想定が４.５メ

ートルなのに、それよりも２.４メーター下回

るようなところが、１階の床面というのは、何

か不思議な気がするんですが。 

○教育政策課長補佐兼学校給食係長（中松大輔

君） 最大浸水想定が４.５メートルに対して、

１階床面が２.１メートルというのはあるんで

すけども、八代市全般的に、やっぱり平野部で

ございまして、どこでも結構浸水想定が、結構

高いところでございます。そこで、なかなか難

しいというのがございました。 

 あと、この敷地内で、盛土をさらにして、１

階床面を４.５メートルのところまでという想

定をもちろんしたんですけれども、なかなかそ

うすると、今度、南部幹線のほうからの入り方

がちょっと難しくなって、車両動線の安全性を

確保できないという問題もございましたので、

今回できる範囲、最大限やって、このような形

にさせていただいたということで、ちょっと御

理解をいただければと思います。 

○委員（堀口 晃君） 理解できないことはな

いんですが、実はね、水害があったときに、ほ

かのところも全部水害があって、食料も何もな

いっていったときに、この６０００食作れると

いうこの南部の給食センターは非常に役に立つ

と思うんですよね。 

 先ほど課長説明があったように、１０ページ

でしたっけ、１０ページのところには、防災の

施設で５００名分の炊き出しが可能だという、

ここも全部つかってしまえば、何もないという

話なんですよね。 

 少なくとも、その機能を残すような形での、

やっぱりつくり方をするべきじゃなかったんだ

ろうかなと思うんですけどね、そこを一番私は

懸念するところです。 

 今お答えいただいたんで、お答えはもう要り

ませんけども、一番懸念するところはそこです。

つかってしまったら使えないんですから。 

 欲しいときに欲しいものが、皆さん方には供

給できないというのがね、これから想定外の災
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害という部分は相当考えられるところがあるん

でね、何かもう少し工夫が欲しくて、その４.

５メートル、最低でも４メーターぐらいはね、

５０センチぐらいだったら、その上にかまどが

あるんで、炊けるかもしれんけども、それがね、

もう全部つかってしまって、いや、もう全然使

えませんというふうなことになってしまうと、

せっかくつくったところがね、皆さんのお役に

立たないような感じになってしまうような気が

してならないんですけども、何かお答えがあれ

ば、お答えいただければいいと思いますが、同

じお答えでもいいですけど。 

○教育政策課長（押方佐地子君） 委員御指摘

の点なんですが、私ども設計を検討する中で、

この浸水想定をクリアできないか、検討は十分

いたしました。 

 ただ、それをクリアすると、逆にこの給食セ

ンターの運営として支障が出てきてしまうとい

う課題もございましたので、今設計で考えてい

るところが最大限の浸水の対策と、こちらとし

ては考えております。 

○委員（堀口 晃君） 何ですかね、盛土をす

ると、上がったりとか、不安定になってくると

いう部分はね、あるんだろうと思う。 

 でも、もうこれ実施設計ですよね。今さら私

が何言ったとしても変わるものじゃないし、い

や、実を言うと、２階にね、調理場をつくって、

１階の下のところにトラックを入れれるように

するならね、当然エレベーターみたいなやつで

どんと下ろして、ぱんと運べるような気がする

んですよ。何も盛土しなくてもね。 

 今２.１メートルの１階の床面のところを、

もうちょっと低くしても、私は大丈夫なような

気がするんですけどね。 

 そうすると、２階だともう、今最大浸水想定

がそこにあるならば、いやいや、１階に車を留

めますんで、全然問題ないですよなんていう、

こんな話もできたような気がするんですけどね、

すみません、私もアドバイスできなくてですね。

そうすると、わざわざ上がっていくんじゃなく

て、下にそのまま何台も入れて、こっちから入

ってこっちから出ていくみたいな感じするなら

ば、当然その４.５メートルの上になりますか

ら、５メーターぐらいありますんで、最大浸水

想定はもうクリアしていますなんて、威張って

言えるような気がするんですけどね。意見です。 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（村川清則君） 堀口委員がおっしゃる

ところまで上げれば、地盤強化が大変だろうな

と思いながら聞いてたところです。 

 ちょっと参考のために、アレルギーの調理場

があるんですけども、今、子供さんで何名ぐら

いの利用者といいますか、アレルギーの方がお

られるのか。 

○教育政策課長補佐兼学校給食係長（中松大輔

君） アレルギーの、対応している子供さんに

つきましては、今現時点で大体２００人ほど対

象者がいらっしゃいます。（委員村川清則君

「２００人ですか。了解です。多かです」と呼

ぶ） 

○委員長（山本敬晃君） ほかに質疑、御意見

ありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 周辺住民への配慮と

いうことで、騒音対策で音の出る機械等を屋上

にというふうになるんですが、ただ置いている

だけだと、やっぱり周りに響くんで周りに防音

壁とか、そういうのは設置されるとは思います

が、どうでしょうか。 

○教育政策課長補佐兼学校給食係長（中松大輔

君） お配りした資料の、配置計画、車両動線

計画というのが４ページ目ですかね、あると思

うんですけども、キュービクルとか、室外機と

かを置いて、その横にちゃんと防音壁を設ける

ようにしていますので、そこで大分違ってくる

かなと思っております。 

 以上です。 
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○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 前も聞いたことがある

かもしれませんけど、１日に何台ぐらいの往来

があるんでしょうか。 

○教育政策課長補佐兼学校給食係長（中松大輔

君） 大体配送車でいきますと、８台から９台

を予定しています。 

 あとは、職員さんが大体６０名を超えるぐら

いいらっしゃいますので、その方たちが通勤時

間帯に来られる車の数は入ってくると思います。 

 あとは、食材の納入業者さんとかですね、そ

こまで多くはないと思うんですけども。（委員

堀口晃君「分かりました。ありがとうございま

す」と呼ぶ） 

○委員長（山本敬晃君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で

（仮称）新南部学校給食センター設計概要につ

いてを終了します。 

 執行部、退席をお願いします。 

（執行部 退室） 

○委員長（山本敬晃君） そのほか、当委員会

の所管事務調査について、何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） なければ、以上で所

管事務調査２件についての調査を終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件及び陳情１件に

ついては、なお審査及び調査を要すると思いま

すので、引き続き閉会中の継続審査及び調査の

申出をいたしたいと思いますが、これに御異議

ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 最後に、本委員会の管外行政視察について御

報告いたします。 

 まず、日程につきましては、令和８年１月２

１日水曜日から２２日木曜日の１泊２日となり

ます。 

 行き先につきましては、京都府京都市、大阪

府豊中市を視察先に選定しております。 

 また、調査事項といたしましては、京都市が

不登校支援の取組について、豊中市が庄内さく

ら学園についてを調査いたします。 

 それでは、本委員会の派遣承認要求の件につ

いてお諮りいたします。 

 本委員会は、令和８年１月２１日から２２日

までの２日間、京都府京都市、大阪府豊中市へ

教育に関する諸問題の調査のため、管外行政視

察を行うこととし、議長宛て、派遣承認要求の

手続を取らせていただきたいと思いますが、こ

れに御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本敬晃君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。 

 これをもって文教福祉委員会を散会いたしま

す。 

（午後２時１４分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和７年１２月１８日 

文教福祉委員会 

委 員 長 
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